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企画経済委員会記録 
 

○開催日時 

平成２５年９月２７日 午前９時５９分～午後３時５７分 

───────────────────────────────────────── 

○開催場所 

第２委員会室 

───────────────────────────────────────── 

○出席委員（５人）

   委 員 長  佃   昌 樹 

   副委員長  谷 津 由 尚 

   委  員  川 畑 善 照 

委  員  森 永 靖 子 

委  員  帯 田 裕 達 

───────────────────────────────────────── 

○欠席委員（１人）

   委  員  宮 里 兼 実 

───────────────────────────────────────── 

○その他の議員 

   議  員  江 口 是 彦 

   議  員  永 山 伸 一 

議  員  成 川 幸太郎 

議  員  森 満   晃 

───────────────────────────────────────── 

○説明のための出席者

   監 査 委 員  桑 原 道 男 

   ────────────────────――― 

   企 画 政 策 部 長  永 田 一 廣 

   企 画 政 策 課 長  上大迫   修 

    甑島振興グループ長  山 下 真 司 

   行政改革推進課長  内 田 泰 二 

   コミュニティ課長  十 島 輝 久 

    コミュニティ・生涯学習グループ長  田 中 英 人 

    男女共同参画グループ長  羽 田 美由紀 

   情 報 政 策 課 長  瀬戸口 良 一 

   広 報 室 長  小 原 雅 彦 

   新エネルギー対策監  向 野 陽一郎 

   新エネルギー対策課長  久 保 信 治 

────────────────────――― 

農 林 水 産 部 長  高 橋 三 丸 

六 次 産 業 対 策 監  小柳津 賢 一 

農 政 課 長  上 戸 健 次 

 企画総務グループ長  福 森 聖 朗 

 農業振興グループ長  北 野 修 身 

畜 産 課 長  中 山 信 吾 

林 務 水 産 課 長  堂 込   修 

耕 地 課 長  前 迫 浩 一 

 施設維持グループ長  引 地 明 吉 

───────────────―――――――― 

農業委員会事務局長  矢 野 信 之 

 

───────────────────────────────────────── 

○事務局職員 

   議 事 調 査 課 長  道 場 益 男 

   課 長 代 理  南   輝 雄 

議 事 グ ル ー プ 員  上 川 雄 之 

───────────────────────────────────────── 
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○審査事件等 

審  査  事  件  等 所 管 課 

議案第１１９号 決算の認定について（平成２４年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 新エネルギー対策課

企 画 政 策 課

行 政 改 革 推 進 課

コミュニティ課

情 報 政 策 課

広 報 室

農業委員会事務局

農 政 課

畜 産 課

林 務 水 産 課

耕 地 課

───────────────────────────────────────── 
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   △開  会 

○委員長（佃 昌樹）ただいまから企画経済委

員会を開会いたします。 

 本日の委員会は、お手元に配付しております審

査日程により審査を進めたいと思いますが、御異

議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）御異議ありませんので、

そのように審査を進めます。 

 なお、二日間にわたる決算審査となりますが、

本日は農林水産部まで審査を進めたいと考えてお

りますので、何とぞよろしくお願いします。 

 なお、審査に対しましては、決算審査でござい

ますから、予算に対する事業効果等についてどう

であったのか。また、決算の審査を通して、そこ

から見えるものについて提言がございましたら、

提言も承っていきたいというふうに思いますので、

何とぞよろしくお願いします。 

 ここで、傍聴の取り扱いについて申し上げます。 

 現在のところ傍聴の申し出はありませんが、会

議の途中で傍聴の申し出がある場合には、委員長

において随時許可します。 

────────────── 

   △議案第１１９号 決算の認定について

（平成２４年度薩摩川内市一般会計歳入歳

出決算） 

○委員長（佃 昌樹）ここで、議案第１１９号

決算の認定について（平成２４年度薩摩川内市一

般会計歳入歳出決算）を議題とします。 

────────────── 

   △新エネルギー対策課の審査 

○委員長（佃 昌樹）それでは、企画政策部新

エネルギー対策課の審査に入ります。 

 まず、決算の概要について対策監の説明を求め

ます。 

○新エネルギー対策監（向野陽一郎）皆様、

おはようございます。 

 それでは、資料に基づきまして、新エネルギー

対策課の概要等々について御説明をさせていただ

きます。 

 お手元の平成２４年度鹿児島県薩摩川内市各会

計歳入歳出決算附属書の中の３５ページをごらん

いただけますでしょうか。 

 主要施策の成果の中の１項目になりますが、新

エネルギー対策課に関する記述がございます。 

 書きぶりに沿った形で、冒頭、５分程度御説明

をさせていただきたいと思います。 

 議員各位におかれましては、次世代エネルギー

施策の推進に当たりまして格別の御配慮を賜りま

して、まことにありがとうございました。 

 １ポツ目に書いておりますことは、２４年度に

私どもが行いました次世代エネルギービジョンの

策定に関することでございます。 

 ここは６項目、（１）から（６）までございま

すが、時間の関係上、理解を深めていただくため

に、私どもがやったことについては、こういうふ

うに御理解をいただければと思います。 

 まず２４年度に次世代エネルギービジョン、そ

れから、行動計画の策定をいたしました。このビ

ジョンや行動計画につきましては、日本を代表す

る経営者の方でありますとか、エネルギー分野の

学者の方でありますとか、そういった方々にも議

論に参画いただきまして、最終的にはお墨つきを

得る形で、ことしの３月に策定をしたということ

でございます。 

 このビジョンや行動計画の策定を行うために私

どもがやりましたことというのは、ここでいきま

すと、１ポツの（３）のところに書いております、

市民の方々のまずはお困り事などを確認するため

の意識調査をやったわけでございます。 

 その上で、本市において、この新しいエネル

ギー源がどれほど可能性があるのかという潜在可

能量についての調査を行ったと。これが１ポツの

（１）の基礎調査のところでございます。 

 それから、このような基本的な調査であります

とか意識調査を行った上で、対面で市民の方々と

の対話を深めていくという観点から、この１ポツ

の（４）の市民等の対話というところを行いまし

て、特にコミュニティ協議会に御協力をいただき

まして、私ども出向いて参りまして意見交換をさ

せていただきました。 

 それらの材料を集めた上で、（５）のところの

次世代エネルギービジョン・行動計画の策定のと

ころにも書いておりますが、都合９回のビジョン

策定委員会、それから、地元から出ておられる委

員の方だけで構成された地元の作業部会をそのほ

かに４回、都合、ですから１３回の委員会、それ

から、地元作業部会を行った上で議論を深めてま
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いりました。 

 そうやってできましたビジョンや行動計画に沿

った形で、具体的な事業を進める上での仲間づく

りを進めていくという観点から、（６）のところ

で、別途、次世代エネルギービジョンの導入促進

協議会というのを立ち上げてございます。 

 これは、私どもの取り組みに共感をしていただ

く方を１社でも多く集めていくというもくろみで

ございましたが、３月３１日現在で、（６）のと

ころに記載してございますが、６７社の仲間を集

めるに至ったということでございました。 

 その上で、同じ３５ページ目の２ポツ目のとこ

ろでございますけれども、次世代エネルギーの導

入及び普及に関することとして具体的な事業をこ

れまで進めてまいりました。 

 ２ポツ目の（１）のところに記載をしてござい

ますけれども、それぞれの事業の概要について御

説明をさせていただきます。 

 アのところでございますけれども、これは小鷹

井堰のらせん水車の導入実証事業でございます。

本件につきましては、現在、流量調査を行ってい

るものでございます。 

 それから、イでございますけれども、これは総

合運動公園の防災機能強化事業ということでござ

いまして、本件につきましても、キューデン・エ

コソルとリース契約を結んだ上で、現在、工事に

入っているということでございます。 

 それから、次のページ、３６ページ目でござい

ます。 

 ここに記載しております、ウのところでござい

ます。これは、九州電力との共同でのスマートグ

リッド実証試験でございます。 

 一つだけ申し上げなければいけないのは、本件

につきましては私どもの予算を投入しているとい

うことではなくて、予算面につきましては九州電

力さんの御負担ということでございました。 

 それから、（２）、（３）、（４）のところ、

それぞれ項目といたしましては、（２）が次世代

エネルギーフェアの開催、それから、（３）が出

前講座の実施、（４）が次世代エネルギーウェブ

サイトの開催ということでございまして、いずれ

も市民の方の普及啓発を目的としました事業でご

ざいます。 

 （２）のエネルギーフェアでございますけれど

も、昨年１０月に開催いたしておりますし、出前

講座におきましては、年度を通じてそれぞれの団

体等に赴きまして意見交換を実施しておりますし、

（４）のウェブサイトでございますが、これは議

員の皆様の中でもごらんいただいた方はいらっし

ゃるかもしれませんけれども、別途、この次世代

エネルギーウェブサイトとして、ことしの４月

１日に立ち上げを行っているということでござい

ます。 

 さらに、（５）でございますが、従来、環境課

でやっておりました地球にやさしい環境整備事業

でございます。具体的に申し上げれば、住宅太陽

光や電気自動車等に対する補助事業でございます。

これも市民の方々への普及啓発、あるいは実機に

対する導入促進をしていただくための補助でござ

いますが、これらにつきましても新エネ課で今年

度より実施をしているということでございました。 

 それから、３ポツ目のところでございます。 

 その他、次世代エネルギーに関することといた

しまして、このような３点について言及をしてお

りますが、（１）のところでございますが、これ

も御案内のとおり昨年５月に鹿児島大学と本分野

におきます連携協定を締結いたしました。 

 それから、（２）のところでございますが、ち

ょっと名前が長いのですが、国土交通省がやって

おりましたモデル構想に、全国５カ所のうちの一

つとして採択をされたわけでございます。まち・

住まい・交通の創エネ・蓄エネ・省エネモデル構

想というのが名前でございますけれども、この国

交省のモデル構想に採択をされ、国交省の後押し

も得ながら、今現在、事業をやっているというの

が現状でございます。 

 それから、（３）でございます。 

 これは商工観光部の制度でございましたけれど

も、企業誘致、特に戦略分野における産業育成の

観点からの企業誘致で最大１０億円の制度を設け

て、ことしの６月にその発表をいたしましたけれ

ども、この制度の策定に当たりましては、私ども

も企業・港振興課と共同いたしまして、昨年度の

うちに大体１００件ほどの団体を回って、ニーズ

の掘り起こしを行ってきたということでございま

した。 

 以上が、昨年度を中心としました事業の進捗状

況でございました。 

 以上、よろしく御審査賜りますようお願いいた

します。 
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 ありがとうございました。 

○委員長（佃 昌樹）引き続き、一般会計歳入

歳出決算中、新エネルギー対策課分について当局

の説明を求めます。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）それで

は、新エネルギー対策課に係る平成２４年度歳入

歳出決算について御説明いたします。 

 まず歳出でございますが、決算書の１０７ペー

ジをごらんください。 

 ２ 款 １ 項 ６ 目 企 画 費 、 支 出 済 額 ３ 億

４，３７５万９，６０２円のうち、新エネルギー

対策課所管に係る決算額は２億４，５９８万

３,４２７円でございます。 

 支出内容につきましては、事項ごとに説明しま

すので、備考欄をごらんください。 

 上から２番目、ちょうど真ん中のあたりの上か

ら２番目ですけれども、事項、企画開発費のうち、

新エネルギー対策課所管の業務に係る決算は、下

から７行目になりますが、平成２３年度からの繰

越明許としておりました次世代エネルギービジョ

ン策定業務に係る次世代エネルギー賦存量及び利

用可能量調査、企業への意識調査等を行った基礎

調査業務に係るものでございます。 

 次に、１０９ページをごらんください。一番下

のほうになります。 

 事項、次世代エネルギー推進費は、次世代エネ

ルギービジョン及び行動計画策定や次世代エネル

ギーフェアに係る業務委託等及び鹿児島県小水力

利用推進協議会、これの年会費ほか１件の負担金

並びに次世代エネルギー推進基金積立金が主なも

のでございます。 

 次に、繰越明許費について御説明します。 

 前のページにちょっと戻っていただきまして、

繰越明許費２億８，７８０万３，０００円のうち、

新エネルギー対策課所管に係る繰越金は、超小型

モビリティ導入実証事業、それから、小鷹井堰小

水力発電調査事業、この二つの主な事業の

３，７８０万３，０００円であります。 

 次に、決算書の１５９ページをごらんください。 

 ４款４項１目環境総務費の支出済額６億

７，４９１万４７９円のうち、新エネルギー対策

課所管に係る決算額は４，２１７万９，０００円

であります。 

 次のページをお開きください。 

 備考欄の上から２番目の、事項、環境整備対策

費のうち、新エネルギー対策課所管の業務に係る

決算は、ちょうど真ん中ぐらいにございます、地

球にやさしい環境整備事業補助金で、住宅用太陽

光発電設備、電気自動車またはプラグインハイブ

リッド車及び電動アシスト自転車を購入する市民

に対しての経費を一部補助するというものでござ

います。 

 続きまして、歳入について御説明いたします。 

 決算書の４１ページをごらんください。 

 １５款２項１目総務費補助金の１節総務管理費

補助金の収入未済額６，３７１万９，０００円の

うち、新エネルギー対策課分は１，３２７万

８，０００円で、支出でも御説明しました超小型

モビリティの導入実証にかかわるものでございま

す。 

 次に、決算書の６５ページをごらんください。 

 １７款１項２目利子及び配当金の１節利子及び

配当金の収入済額１，３２５万９，９５６円のう

ち、新エネルギー対策課分は、次のページ、

６７ページの上から３行目、次世代エネルギー推

進基金利子収入で、次世代エネルギー導入及び普

及を推進するために必要な経費に充てることを目

的に、平成２４年度から新たに設置しました次世

代エネルギー推進基金に係る利子でございます。 

 次に、決算書の６９ページをごらんください。 

 １８款１項１目総務費寄附金の１節総務費寄附

金の収入済額９７２万５，０００円のうち、新エ

ネルギー対策課分は、一番下の次世代エネルギー

推進寄附金で、５団体及び個人から寄附があった

もので、寄附者の意向により次世代エネルギーを

活用した寄附金として受け入れたものでございま

す。 

 なお、これにつきましては、平成２４年度から

新たに設置しました次世代エネルギー推進基金に

積み立てております。 

 次に、７５ページをお開きください。 

 ２１款５項４目雑入の１節雑入の収入済額４億

９，０２４万４，０９２円のうち、新エネルギー

対策課分は、７９ページの上から７行目です、ク

リーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金

で、平成２４年３月に購入しましたプラグインハ

イブリッド車に係るエコカー補助金でございます。 

 続きまして、財産に係る調書の基金について説

明しますので、決算書の４３１ページをごらんく

ださい。 
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 新エネルギー対策課分は、４３１ページの一番

下の次世代エネルギー推進基金で、次世代エネル

ギー導入及び普及を推進するために必要な経費を

充てることを目的に、平成２４年度から新たに設

置したもので、決算年度末残高が２億５９２万

５，０００円であります。 

 以上で、平成２４年度決算について説明を終わ

らせていただきます。 

 御審査賜りますよう、よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（佃 昌樹）説明が終わりました。 

 これより質疑に入りたいと思います。御質疑願

います。 

○委員（谷津由尚）１点です。 

 小鷹井堰のらせん水車、これは経済産業省の補

助事業なんですが、まだ形にはなってないんです

けれども、普通の河川にこういうのを設置すると

いうのは、それなりのいろいろな法的な縛りとか

制約事項が多々あったと思います。 

 そういうのを全て解決されて、この補助事業に

決定するまでに至るというところのプロセスが、

一番、一般の市民の団体がもしこういうことをや

ろうとされた場合は、非常にここが重たいことに

なると思うんです。 

 これは一般の河川だけではありませんで、今後、

小水力というのは発展していかなければならない

と私も思っておりまして、河川ではありませんで

普通の農業用水路とか、ちっちゃな側溝とか、そ

ういうところまでこういうのを普及させたいと思

うんですけれども、さまざまなその法的な縛り

等々に対する、一般の市民の方が取りつけをされ

ようとした場合、今後、そういう面でのサポート

というのに関して、大分、当局として、その辺が

できるのではないかと思うんですが、その辺を私

は期待するんですがいかがでしょうか。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）今、法

的な縛りがあるというのは、河川法、それから、

占用関係であります。 

 こちらのほうに問い合わせがある、それから、

やりたいという案件がありましたらば、我々、管

理者であります、例えば県であったり、市の河川

であれば市のところであったり、国であれば国と

いうところに御相談をしながらサポートしていく

という体制はとれていると思っております。 

 ただし、今のところ、そういった具体的な相談

というのがまだないというところでありまして、

まずは市のほうでやってみせてというか、それを

見ていただいて、今後も、ああ、こういうふうに

すればできるんだということで見ていただければ

ということで、今、小鷹井堰につきましては、水

利権を取るというところまでこぎつけようという

ことで、今、流量調査を１年かけてやっていると。

おおむね県の河川課としましても大体いいだろう

という御意見はいただいているというところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員（谷津由尚）はい、ありがとうございま

す。 

 今おっしゃったように、ぜひサポートができる

そういう窓口なり、そういうものを、今後、将来

的につくっていただきたいと思います。 

 今おっしゃいましたように、まずは市でつくる

ということが非常に大事だと思います。それを見

ることによって、さまざまな農業をされている方

が、あ、これは自分のハウスに使えるとか、ハウ

スの電源に使えるとか、そういうことに発展して

いくわけで、そうならないと、やはりここで投資

した価値はないだろうと思いますので、そのため

には、やはり今言いましたさまざま交渉事とか、

そういうことに対する市のサポートというのは非

常に重要なファクターになると思いますので、ぜ

ひ、まずはこれを形に、成功させていただいて、

これにとどまることなく、昨年言いましたけれど

も、最終的に市の経費節減につながるという、そ

ういうところで小水力というのをもっともっと活

用例を検討、実施していただければと思います。 

 ぜひよろしくお願いします。 

 以上です。 

○新エネルギー対策監（向野陽一郎）ありが

とうございました。 

 今の最後のコメントにつきまして少しこちらか

ら回答させていただきたいのですが、多分、副委

員長の御指摘は、これまでの２年間にわたって

数々の再生可能エネルギーの導入に当たって、多

くの方々からの御相談等々に基づいたそのノウハ

ウが蓄積してきているのではないかと。それは、

だから、小水力を例にとられましたけれども、そ

れだけではなくて、例えば太陽光発電であります

とかバイオマス発電でありますとか、風力発電で

ありますとか、その他いろいろなものを設置する、
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あるいは導入するに当たってのいろいろなその法

的な縛りであるとか予算の有無であるとか、いろ

いろな相談があまたあったと思うので、それをき

ちんと形にした格好にして、市民の助けになるよ

うにしてほしいという激励も含めたお言葉だとい

うふうに理解いたしました。 

 したがいまして、私ども、今までのこの２年間

の蓄積はしっかり形にした上で、広く市民の方々、

それから、事業者の方々と情報共有をして、この

導入普及が円滑に進むように努めてまいりたいと

思います。 

 以上でございました。 

○委員（川畑善照）初年度にアンケート調査を

されたりしてやられたわけですが、例えばゴール

ド集落とか商店街とか、空き店舗が多いゴールド

集落は、やはり自治会の負担が大きいということ

で、電気料金の問題にもかかわるわけですが、こ

ういうソーラー的な、あるいは次世代エネルギー

を利用して、結局、負担の要らない、例えば商店

街、あるいは自治会、防犯灯、まちが暗い、ある

いは郡部の通学路が暗いと。そういうところに対

する対策というのがとられているのかなというの

が、市民のアンケートの中にどうだったか知りま

せんが、アンケートを踏まえた計画というのはど

うなってるんですか。 

 基金の取り扱いの問題もですけれども、やはり

直接的に市民が喜ぶ、市民が恩恵をこうむる、そ

ういう施策というのは、この新エネルギーにはな

いんでしょうか。 

○委員長（佃 昌樹）アンケートの中身を含め

て、今の答えをお願いします。 

○新エネルギー対策監（向野陽一郎）まず前

段のアンケートの結果でございますが、これは、

昨年１１月にビジョン・行動計画を策定するに当

たっての市民アンケートをとってまいりました。 

 その中で、市民の方々からの困り事として上位

に出てきた項目は、まさに委員が御指摘された項

目とぴったり重なるところでございました。 

 例えば第１番目でいきますと、まちが暗いとい

う御指摘がございました。それから、光熱費が高

いという御指摘もございました。 

 したがいまして、今申し上げたその２項目とい

うのは、それこそ困り事の中の上位１番目、２番

目を占めておりまして、この困り事で抱えておら

れる、やっぱり高い上位の項目の解決につなげて

いくような施策を今後講じていく必要があるとい

うのは、私ども、強い問題意識を持っております。

これが一段目に対する答えでございました。 

 ２段目に関して、じゃあ、具体的に何をやるの

かというお話でありますけれども、一つ、これは

まだ予算上の手当も何もしておりませんし、議会

にもきちんとお諮りはしなければいけないと思い

ますけれども、例えば一つ考えられるのがＬＥＤ

の導入、ただ単費を取って導入していくというこ

とよりも、民間事業者さんの活力も得た上で、暗

いところ、あるいはもう既にあるところにＬＥＤ

を導入していくような施策というのは、問題解決

の一つになるのではないかというふうに考えてお

ります。 

 いずれにしましても、これはたくさんの事業モ

デルがございますので、よく当局で考えた上で、

また、必要であればお諮りをするということかな

と思います。 

 以上でございます。 

○委員長（佃 昌樹）ほかの委員の方、決算に

関することについて。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）それでは、委員の質疑は

尽きたと認めます。 

 委員外議員の御質疑を認めます。 

○議員（江口是彦）この次世代エネルギーへの

取り組みというのは、県内各自治体、相当どこも

取り組んでいるようであります。その中で、薩摩

川内市の取り組みというのは、やっぱり先行とい

うか、先進的になされているんじゃないかと。 

 それで、知り合いのほかの議員からも、いろい

ろ一般質問してみたいんだがとかお尋ねがありま

す。 

 そういうときはホームページを紹介する程度し

か私はできてないんですが、１点だけお尋ねをい

たします。 

 鹿児島大学と協定を結んで、いろいろな次世代

エネルギーに関する情報交換等を行っているとい

うことですので、これに関する予算執行は特には

ないと思うんですが、この情報交換等で特筆とい

うか、成果、今のところ、そういう見えたような

ところがあるのか。特筆すべき、紹介すべき点が

あるのか。この点だけ教えてください。 

○新エネルギー対策監（向野陽一郎）お答え

いたします。 
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 鹿児島大学との連携につきましては、新エネ課

発足直後から、極めて重要な柱として捉えており

まして、ちょうど私どもが立ち上がった、おとと

しの１０月から意見交換を始めてまいりまして、

おおむね１、２カ月に一度ほど意見交換をさせて

いただいているところでございます。 

 これまで具体的な事業の実現には至っておりま

せんけれども、これまでの効果といたしましては、

連携協定の締結、それから、学内での、その鹿児

島大学にとっての私どもの位置づけをきちんと認

識をしていただいた。もうちょっときちんと申し

上げると、先般、ちょっと落選をしましたので、

余り広くは御紹介しておりませんけれども、文部

科学省の知の拠点、知というのは知るという字な

んですけれども、この知の拠点構想の中で、これ

は大学と自治体が連携をして計画を策定し、地域

の皆さんの人材育成とか教育を進めていくという

プログラムに応募いたしました。 

 これは全国の３００以上の大学から申請があり

まして、結局、最後は５２大学が残るに至りまし

て、鹿児島大学のチームは最終予選まで進みまし

た。９０大学の中まで残ったんですが、最終予選

で、最後の最後で漏れてしまいました。 

 その中で私どもは、鹿児島県や鹿児島市と並ん

で、この自治体の中のエネルギーの分野を担う位

置づけをいただきまして、鹿児島県の中でエネル

ギーの分野での取り組みを進めていくのでは薩摩

川内市だという認識をいただいているわけでござ

います。 

 この知の拠点構想につきましては、来年度も文

部科学省が予算要求をしているようですし、来年

度も、恐らくは薩摩川内市は鹿児島大学、それか

ら、鹿児島県、鹿児島市などと連携をしてこの分

野にチャレンジをしていくというようなことにな

ってまして、鹿児島大学におけるエネルギー分野

での位置づけの向上というのは２年間で図られた

のではないかと思います。 

 それから、もう一言だけ申し上げると、意見交

換の過程で、鹿児島大学の中にどういう担当教官

の方がおられて、その方がどういう分野で研究を

進めておられるのかというのは大変はっきりして

おります。 

 したがいまして、私どもが今後実証実験などを

実施するときに大変アクセスがしやすくなるとい

うのは、この２年間の成果の一つではないかと思

います。 

 以上でございます。 

○議員（成川幸太郎）一つだけ教えていただき

たいんですが。 

 次世代エネルギーの導入及び普及に関すること

の中の、地球にやさしい環境整備事業ですけれど

も、２３年度と２４年度の実績がここに載ってる

んですが、２４年度に太陽光にしても電気自動車、

ＰＨＶにしてもふえてるんですけれども、私の周

りを見ても、電動アシスト自転車、結構、普及が

高まってきているように思うんですが、２４年度

に関して件数が減った要因というのは、もうこれ

まで行き渡ったのか、もうちょっとアピールをし

てもらう、ここ１年でも結構ふえてる感じはする

んですけれども、こういう制度を知らないで買わ

れている方もあるんじゃないかと思うんですが、

どういう捉え方をされてるか、ちょっと教えてい

ただければと思います。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）今の御

質問ですけれども、電動アシスト自転車が、平成

２３年度は７７件、平成２４年度は６２件、本年

度の実績でいきますと、今現在２４件ということ

で、電動アシスト自転車については減っていると

いうこととなっております。 

 これらにつきましては、自転車屋さんとかそう

いったところにも情報提供はしておりますし、

ホームページでも出しておりますが、今のところ、

減る傾向にあるということでございます。 

 電気自動車につきましては、逆にちょっとふえ

ているという傾向でございます。本年度はまだ

５件ということでありますけれども、ちょうど折

り返し地点でございますので、今からいきますと

大体１０件程度は超えるんではないかというとこ

ろでございます。 

 アシスト自転車につきましては、一定程度の役

目を終えたのではないかなというふうな見解は持

っているところでございます。 

○委員長（佃 昌樹）委員外議員の質疑は尽き

たと認めます。 

 決算にかかわりのないその他の事項もございま

すので、その他の事項に移りたいと思います。 

○委員（谷津由尚）ありがとうございます。

１点です。 

 小型モビリティ補助事業で、国交省のを利用さ

れて、うまくこれに結びつけられて甑島にコムス
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の配置をされたわけですが、ことしの活動の延長

線上にあることとして、コムスの電欠マラソンと

いうのを実は計画されてます。早速あしただと聞

いてるんですけれども。 

 私、これを聞いたとき、これすごいなと思った

んです。まず、これができる環境というのがほか

にないんです、日本のほかにない。離島でやると

いうところに物すごく話題性があるんです。これ

は、ぜひ今後も定期的に開催をしていただきたい

と思うんです。 

 なぜかといいますと、この新エネというのは、

今、日本のどの自治体もどんどん取り組んでおり

まして、結局、追っかけで、話題性を持って、そ

れでその観光客を呼び込んでということを、どこ

も画策をやってるわけですが、この甑島でやる、

離島でこれをやれる環境にあるというのは、他の

自治体と差別化できる唯一かつ最大の理由なんで

す。 

 これは絶対に有形・無形で、はかり知れない効

果が私はあると思ってます。これを定期的に開催

することによって本市の宣伝にもなりますし、観

光面での収益にもつながりますし、本当に最大の

いろいろな効果があると思いますので、ぜひ定期

的な開催を、今後、それへの定着をさせていただ

きたいと思います。 

 いかがでしょうか。 

○委員長（佃 昌樹）ちょっと待ってください。 

 先ほど、決算以外という表現をしましたが、決

算にかかわる事項についてということで訂正をし

たいと思います。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）超小型

モビリティの電欠マラソンを、実はあした開催す

るということとしております。 

 これの背景でございますけれども、電気自動車

コムスは、５０キロ、満充電で走れるということ

としておりますが、実際、その５０キロというの

も、例えば長浜港から観光地をどのように回って、

どういうふうに走れるんだろうかというところは、

５０キロという感覚では非常にわかりづらいとい

うこともあって、これは実際、ガス欠ではないん

ですけれども、電気が欠乏するまで、空っぽにな

るまでじゃあ走ってみて、どういったところを観

光で回れるんだろうかと。最終的には、それを観

光マップとして、待合所であったりとかそういう

ところに出していこうというのが目的であり、さ

らに市民の方々、島民の方々がこれに試乗してい

ただくような機会をつくろうということで、まず

第一回目をあしたから始めるということにしてお

ります。 

 これは、上島、下島同時開催ということでやっ

ております。 

 これらについては、もう定期的にやったほうが

いいんじゃないかということでございますので、

まずは職員、小さいところから始めるんですけれ

ども、これを定期的に市民のほうにどんどん広げ

ていきながらやっていこうというふうなことを御

助言でございますので、ぜひ検討してやっていき

たいと思っております。 

○委員（谷津由尚）ありがとうございます。 

 方法としては、一般のコムスオーナーを３人一

組で全国から応募・公募するということでもいい

と思います。トヨタさんの御協力をいただいて、

全国の営業所にそのチラシを張っていただく、そ

ういうことをやってでも、これはやるべきだと思

いますので、ぜひお願いします。 

 以上です。 

○委員長（佃 昌樹）要望でございます。 

 ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、新エネルギー対策課を終わります。 

 御苦労さまでした。 

────────────── 

   △企画政策課の審査 

○委員長（佃 昌樹）次に、企画政策課の審査

に入ります。 

 まず決算の概要について部長の説明を求めます。 

○企画政策部長（永田一廣）それでは、企画政

策部の決算審査、この後よろしくお願いいたしま

す。 

 まず企画政策課の概要からでございますが、先

ほどと同様に、決算附属書の主要施策の成果説明

書により、この後説明いたしますので、成果説明

書２９ページになります。お開き願います。 

 この後、部内の各課室の概要につきましても、

同様にこの成果により説明させていただきたいと

存じます。 

 それでは早速、第１項目の１番目、（１）のア

でございます。 

 国、県要望につきましては、本市の市政発展や
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課題解決に向けて、表に記載のとおり県に対して

要望してございます。 

 次に、イとして産業振興、これと雇用創出を目

的といたしまして、昨年１１月に四つの戦略ビジ

ネス並びに支援体制を含めました地域成長戦略を

策定したところでございます。 

 その後、効果測定のための成果指標や具体的取

り組みなど、ロードマップの検討を加えまして、

先月末、８月末に、議員の皆さん方には、主要事

項処理経過報告書により、この成長戦略完成版を

報告したところでございます。 

 今９月定例会開会中でございますが、さきに支

援業務関連経費補正予算をお願いしましたところ、

可決をいただきました。このコンサルの支援もい

ただきながら、この後、具体の実施事業、その実

施時期を示した行動計画・アクションプラン並び

に推進体制につきましても、今年度下半期、そし

て、来年度に向けて引き続き検討することとして

ございます。 

 次の、（２）アといたしまして、総合計画実施

計画でございます。これにつきましては、事業内

容の妥当性、投資効果等を勘案いたしまして、

３２０の事業を登載しました実施計画３カ年計画

を策定いたしまして、２５年度、本年度予算につ

なげたところでございます。 

 次のイでございます。 

 いわゆる戦略方針でございますが、向こう３年

間、２５、２６、２７、３年間の政策、財政、市

政経営の連動を図りながら、政策の基本的な展開

方向を示すものとして、毎年、この戦略方針を策

定しているものでございます。 

 次の３０ページになります。 

 一つ飛びますが、片仮名のエ、施策評価の導入

でございます。 

 これにつきましては、議会でも御質問いただい

ておりますが、２７年度以降の第２期の総合計画

の策定に向けて、現在取りかかっております。こ

の計画策定に関連いたしまして、今後、施策を効

果的に展開していくために、行政経営システムと

いうものを構築したいと考えておりまして、現在、

そのシステム構築の前提となります部課長あるい

は一般職員、階層別の実践研修を進めているとこ

ろでございます。 

 さらに一つ飛びまして、（４）、中ほどになり

ます、広域行政、まず、かごしま川西薩地域振興

協議会でございます 

 これは平成５年当時、地方拠点都市法、これに

関連して、さつま町、いちき串木野市、そして、

本市、現在は３市町になっておりますが、３市町

で協議会をつくっておりまして、昨年度、課長級

によります幹事会を経まして、表に記載のとおり

県へ要望を行ってございます。 

 次の片仮名のイ、川内川流域連携でございます

けれども、これは平成２２年度に解散いたしまし

たが、従前の川内川アクアフロント推進協議会、

この解散しました新たな組織として、関係機関の

情報交換、連携のために、課長級、関係職員から

なる連絡会を発足させ、研修会を開催したところ

でございます。 

 次の、（５）定住自立圏構想につきまして、庁

内におきます作業部会の検討を経まして、共生ビ

ジョン懇談会、これは民間の方々に参画していた

だいておりますが、懇談会を開催いたしまして、

ビジョンへの登載事業の追加あるいは削除を行っ

たところでございます。 

 ３１ページになります。 

 上段、（６）電源地域振興でございます。 

 まずアといたしまして、鹿児島県及び九州地方

の電源地域連絡協議会という組織がございますが、

その構成員として関係機関へ要望を、次のイでは、

電源立地地域対策交付金のまとめ役、統括課とい

たしまして、企画政策課では約１３億円の電源交

付金を１６の事業に充当し、各担当課において事

業を実施したところでございます。 

 一つ飛びまして、（８）定住促進でございます。 

 ここでは記載のとおり、よかまち・きやんせ倶

楽部を中心に、各種施策を記載のとおり継続・実

施してございます。 

 なお、現在の定住促進補助制度、現在、第３期

計画となっております。平成２３年から本年まで

の３カ年計画制度となっておりますことから、来

年度以降に向けまして、これまでの実績を検証し、

今後のあり方、方向性を現在検討しておりまして、

整いますれば、この１２月定例会に関係する議案

を提案させていただきたいと考えております。 

 次に、下のほうになります。 

 （１０）のアといたしまして、鹿児島純心女子

大学の関係では、次のページにわたっております

けれども、大学と地域住民との交流、情報や意見

を交換する懇話会、また、学生と市の若手職員の



－11－ 

意見交換の場としてかのこゆり会という会議を開

催してございます。 

 次のイです。 

 まちのチカラ創造フォーラム、これにつきまし

ては、都市ブランドの構築、シティセールスなど、

本市の取り組みを市内外に情報を発信するために、

その最終回といたしまして、３回目になりました

が開催いたしました。最終回でしたけれども、約

３００名を超える多くの参加を得て開催すること

ができました。 

 次に、大項目の２番目、甑島振興につきまして、

資料は次の３３ページにわたっておりますけれど

も、まず（１）では、今般の離島振興法の改正施

行に伴いまして甑島地域の計画素案を市のほうで

調整し、最終的には県において県の離島振興計画

が作成されております。 

 （４）でございます。 

 国定公園化事業、これにつきましては、その指

定に向けまして自然環境調査など、昨年度から県

のほうでも積極的に取り組んでいただいておりま

す。市としても、県としっかり連携協力し、また、

市としての取り組みも、今後、適宜進めてまいり

たいというふうに考えてございます。 

 その他、甑島関連事業、多数記載しております

が説明のほうは割愛させていただきます。 

 最後になります。 

 大項目の３番目、統計調査につきましては、次

のページにもわたっておりますけれども、教育統

計調査、以下記載の調査、また、事前の準備事務

をとってございます。 

 以上、駆け足でしたけれども、企画政策課の概

要でございます。 

 この後、決算内容につきまして課長のほうから

説明いたしますので、よろしく御審査いただきま

すようお願いいたします。 

○委員長（佃 昌樹）引き続き、一般会計歳入

歳出決算中、企画政策課分について当局の説明を

求めます。 

○企画政策課長（上大迫 修）それでは、

２４年度企画政策課の決算概要について説明させ

ていただきます。 

 決算書の１０７ページをお願いいたします。歳

出からとなります。 

 ２款１項６目企画費のうち、企画政策課分の決

算額は８，９９１万３，２８７円でございます。 

 備考欄での説明となりますが、事項ごとに主な

内容について説明いたします。 

 まず事項、企画総務費でございますが、部内の

臨時職員の賃金に係る社会保険料等を支出してい

るものでございます。 

 次に、事項、企画開発費になります。 

 まちのチカラ創造フォーラム実施業務委託ほか

１件の委託費、また、鹿児島県過疎地域自立促進

協議会ほか６件の負担金が主なものとなっており

ます。 

 最後の事項になりますが、事項、離島地域振興

費は、全国離島交流中学生野球大会参加負担金、

次のページになります、鹿児島県離島振興協議会

一般会計負担金ほか３件、また、甑島振興協議会

に対する補助金が主なものとなっております。 

 次に、土地対策費につきましては、本業務にか

かわります臨時職員、その賃金及び社会保険料の

支出となったものでございます。 

 次に、定住促進対策事業費になりますが、定住

支援センター業務嘱託員の報酬のほか、ふるさと

回帰センターの会費及び定住住宅取得補助金ほか

２件の補助金が主なものでございます。 

 特に補助金の総額につきましては５，４７０万

４，０００円という累計となっております。 

 中段よりやや下段になります。 

 ゴールド集落活性化事業費につきましては、

ゴールド集落定住促進補助金が主な支出となって

おります。 

 なお、企画費に関しまして、不用額についてで

ございますが、事項、ゴールド集落活性化事業費

におきまして、執行が予算の見込みを大きく下回

ったことから３１６万８，０００円、補助金の不

用額が生じたものでございます。 

 次に、１２７ページをお願いいたします。統計

費になります。 

 ２款５項１目の統計調査総務費の決算額は

１，５８６万９，７４６円でございます。 

 事項になります。事項、一般管理事務費につき

ましては、統計業務に係ります職員２名分の職員

給与費のほか、市町村民所得推計事務の委託料及

び鹿児島県統計協会市町村負担金が主なものとな

っております。 

 次に、同項２目の基幹統計調査費の決算額につ

いてでございます。 

 ４２５万２，９４９円でございまして、事項、
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基幹統計調査費につきましては、就業構造基本調

査員等の報酬及び職員の時間外が主なものとなっ

ているところでございます。 

 次に、歳入に移らせていただきます。 

 決算書につきましては、１７ページをお願いい

たします。 

 一番上段になりますが、９款１項１目として、

１目の部分から出ておりますけれども、国有提供

施設等所在市町村助成交付金につきましては、一

般的に基地交付金と呼ばれるものでございます。

自衛隊が使用いたします施設の固定資産税相当額

が交付されるものでございます。 

 配分の方法につきましては、基地交付金総額の

１０分の７を対象資産の価格で各案分し、１０分

の３を対象資産の種類、用途、市町村の財政状況

を考慮して配分されるものでございます。 

 ２３年度の額等につきましては約１,６０６万

３，０００円でございますが、本年度につきまし

ては１，４４５万９，０００円というふうに数字

が入っております。 

 次に、４１ページをお願いいたします。国庫支

出金に移ります。 

 １５款国庫支出金、１項１目総務費補助金、節

に入りますが、１節総務管理費補助金のうち、企

画政策課分につきましては、右側説明欄のとおり

定住促進・地域活性化事業補助金で、定住住宅取

得補助に関する国庫補助金でございます。これに

つきましては、補助率１００分の４５でございま

す。２３年度８１０万円に対しまして２４年度の

実績に対し、８８４万７，０００円の交付を受け

たものでございます。 

 次に、同じページの２節でございます。 

 電源立地地域対策交付金につきましては、国か

ら直接交付されます電源三法交付金でございます。

名称的には長期発展対策交付金と呼ばれるもので

あり、本交付額につきましては、発電電力量、長

期稼働の状況、使用済核燃料の貯蔵量を基本に算

定されており、ごらんのとおり８億９，５４３万

４，０００円の交付を受けたものでございます。 

 次に、めくっていただきまして４９ページをお

願いいたします。県支出金に移ります。 

 １６款県支出金、２項１項の総務費補助金のう

ち、１節総務管理費補助金のうち、企画政策課分

につきましては、説明欄になります、土地利用規

制等対策費交付金として１４万９，０００円、国

土利用計画法に基づきます土地売買届等に係る事

務交付金で届け出実績に基づく配分交付でござい

ます。 

 また次の、特定離島ふるさとおこし推進事業は、

こしきの恵み・食の祭典等に係ります補助金で、

補助率は、ソフト事業分、７割補助となっており

ます。 

 もう一つございますが、その次の離島体験滞在

交流促進事業費補助金につきましては、２４年度

の国の補正予算で措置されました甑地域に対しま

す防災安全上の観点からの衛星電話等の配備等の

整備に対する補助金で、２分の１の補助率により

まして対応しており、甑地域で衛星携帯電話の配

備及びバッテリー充電器等の１１式の設置を終え

たという形になっております。 

 次に、同目第５節になります。 

 電源立地地域対策交付金につきましては、これ

は県を経由し交付されるものということで、電力

移出県等交付金及び原子力発電施設等周辺地域交

付金でございます。ごらんのとおりの交付額とな

っております。 

 次に、第６節になります。 

 かごしま応援寄附金市町村交付金につきまして

は、ふるさと応援寄附金の制度を活用し、県に対

し寄附いただいたもののうち、市の指定があった

ものはその６割、市の指定がなかったものについ

ては、おおむね６割を均等割及び人口割に基づき

交付されるもので、本年度、２５年度から企画政

策課のほうに所管を移したものでございます。 

 次に、６１ページをお願いいたします。 

 県支出金のうち委託費の関係でございます。 

 １６款３項１目第５節になります。統計調査費

委託金につきましては、右側にごらんのとおり、

教育統計調査事務など８業務に係る委託金でござ

います。 

 また、同目６節になりますが、権限委譲事務委

託金につきましては、企画政策課分といたしまし

て２万円の交付がございますが、町・字の新設等

にかかわります事務の委託金でございます。実績

に基づく基本額分が交付されております。 

 次に、めくっていただきまして６９ページをお

願いいたします。 

 １８款１項１目寄附金の項で、第１節総務費寄

附金となります。 

 説明欄を見ていただきまして、企画政策課分は、
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ふるさとよかまち薩摩川内応援寄附金であり、先

ほど県の支出金のところで申し上げました、かご

しま応援寄附金の市のバージョンの応援寄附金で

ございます。 

 ２ １ 件 の 実 績 に よ り ま し て 、 ３ ８ ２ 万

５，０００円の収入実績となったところでござい

ます。 

 次に、ページにつきましては７７ページをお願

いいたします。 

 ７５ページから２１款５項４目の雑入の記載が

あり、７７ページの下段におきまして企画政策課

分を記載しているところでございます。 

 下段から四つほどございますが、地図実費収入

など随時の収入のほか、過年度の定住促進補助金

の返納金、イベント事業に対する助成金、ミニ

ボートピアさつま川内及びサテライト薩摩川内か

らの環境整備協力金として受け入れているもので

ございます。 

 めくっていただきまして、次のページまで含め

て説明をさせていただきました。 

 ７９ページの右側の分で、ミニボートピア及び

サテライトの分の記述をさせていただいておりま

す。 

 なお、歳入のうち、調定済未収入額が発生した

ものを説明申し上げます。 

 雑入で触れさせていただきました定住促進補助

金返納金につきまして、延べ４件、４３万

５，０００円が収入未済額ということで徴収でき

ていないものでございます。 

 合併前のそれぞれの市町村におきまして、定住

環境補助金を交付し、返納の通知をさせていただ

いておりますが、所在場所が確認できているもの

の徴収が困難なもの、また、法的拘束を受けてお

られる方々も中に入っておられるというふうに認

識しており、引き続き徴収に努めたいと思います

が、状況によりましては不納欠損的な対応のこと

も今後は視野に入れた取り組みとなろうかという

ふうに考えております。 

 次に、最後になります。 

 財産に関する調書の説明をさせていただきます。 

 決算書の４２７ページの出資に関する権利の説

明をいたします。 

 （６）といたしまして出資に関する権利を記載

してございます。 

 本課が所管いたしますのは、上から６番目の薩

摩川内市土地開発公社出資金５００万円であり、

２４年度中につきましてのその変動はございませ

ん。よって、２５年度に引き渡し、その公社の事

務が遂行されるというふうに考えているものでご

ざいます。 

 以上で、企画政策課所管の歳出、歳入、財産に

関する調書の説明を終わります。 

 よろしくお願い申し上げます。 

○委員長（佃 昌樹）説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（川畑善照）８０ページのミニボートピ

アとサテライト薩摩川内のこの期間は１年間です

か、途中からというのはないですか。 

 売り上げのパーセンテージと月数を教えてくだ

さい。 

○企画政策課長（上大迫 修）御質問は、雑入

の中にありましたミニボートピア及びサテライト

薩摩川内の環境整備協力金の算定の考え方という

ことでございます。 

 ミニボートピアにつきましては、総売り上げの

０．８％相当額が、サテライト薩摩川内について

は、売上額の０．７５％相当額を環境整備協力金

として交付いただいております。 

 １年間でございます。 

○委員（谷津由尚）定住自立圏共生ビジョンの

件で質問します。 

 まず平成２４年度に、このビジョンの進捗をさ

れたわけですけれども、その平成２４年度中の評

価というか、結果というか、効果についてどのよ

うに見ておられますかというのが１点目です。 

 ２点目です。これは一つの例としてですが、定

住自立圏共生ビジョンの場合、これを費用対効果

で見ようとした場合に見れないんです。これはも

う一つの例ですから、いろいろなものがそういう

形にあるわけですけれども。 

 今まではこれでよかったと思うんですが、今後

は、やはりそうではなくて、今後５年、１０年、

２０年先を考えたときは、やはりその費用対効果

がこういう政策ベースというか、こういう方針別

に見えるシステムというのが当然必要になるんで

はないかと思うんですが、このまず２点について

お伺いします。 

○企画政策課長（上大迫 修）２４年度におき

ましていろいろ評価をしております。全体として

どうなっているのかということでございますが、
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基本的には、定住自立圏としまして、周辺の自治

体を含まず薩摩川内という広域合併のこのくくり

の中で定住自立圏構想をしておりますが、ここに

掲げました事業等につきましては、一定程度、推

進しているという形で考えております。 

 それと、費用対効果の部分については、今見え

る化といった分はなかなか難しいわけですけれど

も、全体の政策として。ただし、これらに掲げま

した事業、施策等につきましては、一覧表化され

ており、今後、それぞれの事業についての成果が

見える形にできるように、先ほど部長からありま

した行政経営システムといったくくりになるかも

しれませんが、一つ一つの事業について評価もし、

また、ここに掲げましたビジョンにつきましては、

定住自立圏構想については２６年度までの想定期

間としておりますので、経過後におきまして、再

度、精査しながら、次の展開に結びつけていきた

いというふうに考えております。 

 見える化といった部分については、確かに難し

い部分がありますけれども、それぞれの事業にお

いて評価、説明できるように取り組んでまいりた

いというふうに考えます。 

○委員（谷津由尚）私は、この定住自立圏共生

ビジョン、これそのものが薩摩川内市の将来の原

形を担っているのではないかと思うんです。 

 といいますのは、総合計画ですとか、それに伴

う基本計画、いろいろその骨格となるものはある

わけですが、じゃあ、薩摩川内市全体を見て、ま

ちの形ですとか人口の配分とか、そういう地域の

バランスを考えたときに、そのバランスを見れる

やつがないんです。 

 それらを、私は、この定住自立圏共生ビジョン、

唯一これしかないんではないかなと当初から思っ

ておりまして、したがって、これは２６年までと

いうことなんですけれども、そういう意味では、

先ほど言いましたその費用対効果がわかるシステ

ムをつくって、もっと積極的にこれをやるべきで

はないのかというのが一つ。 

 それと、本市の将来の形をつくるんであれば、

都市部と周辺地域とどういうふうに今後やってい

く、どういう形でどういうバランスをとってやっ

ていくかというのは、結果として、そこが大きな

骨格になるべきだと思ってますので、何らかそう

いう方針を継続的に見れる形、見れるシステムと

いいますか、その政策といいますか、事業という

のは必ず必要だと思うんです。 

 そのベースになるのが、今取り組まれているこ

の、とりあえずは、この平成２６年まである定住

自立圏共生ビジョンがその一番の原形になるので

はないかと思うんですが、そういうことをぜひ念

頭に置かれて、都市部だけではなくて、周辺地域

に対してどうする、バランスはどうする、そうい

うことを、やっぱり設計ということを考えていく

ならば必要になると思います。 

 今言いました費用対効果、そのお金の流れをひ

っくるめて、一括でそれがわかる形というのは今

後必要だと思うんですけれども、すいません、ち

ょっと検討をお願いします。 

○企画政策課長（上大迫 修）あえて期間的な

ものを２４年から２６年という形で説明申し上げ

ましたが、２７年からは第２次の総合計画がス

タートいたします。多分、１２月議会以降にお示

しすることになると思いますが、２次の計画策定

に向けて、いろいろな視点を盛り込ませていただ

いております。 

 それまでの間、２６年度まであります、こうい

う定住自立圏構想として都市部と周辺部といった

地域の格差でありますとか、関係性につきまして

も十分整理をした上で、次期総合計画に盛り込ん

でいきたい。 

 それと、見える形として総合計画だけでは見え

ない部分があるとすれば、見え方といった部分も

考えなけばなりませんし、総合計画におきまして

中心部と周辺の地域、また、甑地域も含めた全体

としての進め方といった分が明確に説明できると

するならば、その中で評価できる、要するに、見

える化、費用対効果も説明できるといった部分ま

でちょっと取り組んでいきたいというふうに考え

てはおります。 

 まだ入り口の部分でございますので、どのよう

にあらわせるかわかりませんが、定住自立圏構想

の考え方も次期総合計画の中には引き継ぐ形の捉

え方で作業をしてまいりたいというふうに考えて

おります。 

○委員（森永靖子）附属書の３２ページのとこ

ろですが、以前にも申し上げたと思います。この

こしきの恵・食の祭典のお魚料理コンクールの件

で、消費拡大を図ることを目的にということのよ

うですけれども、お魚コンクールをするには、

３回ほどのいろいろな審査をしながら優秀作品が
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選ばれてるわけですけれども、それをした後、持

ち帰ってきて、いろいろなところで教室をするな

どして、何とか啓発しようという形をしてみても

――このレシピ集をつくっていただいた後、どう

いうところに配布してあるんでしょうか。 

○企画政策課長（上大迫 修）まず配布先のほ

うを説明させていただく前に、この取り組みの背

景といいますか、考え方についてちょっと説明さ

せていただきたいと思います。 

 御指摘のとおり、こしきの恵・食の祭典につき

ましては、魚食の関心を高め、その普及、消費拡

大を図ることを目的としておりますので、考え方

としましては、そのきっかけをつくるということ

に力点を置いております。 

 これまで３年ほど取り組みをさせていただきま

して、特にお魚コンクール等につきましては、い

ろいろな審査を経まして、形あるものとしてレシ

ピ集のところまで来ておりますので、それを配布

し、それを業者の方々や地域の方々が使用いただ

くことで、最終的には消費の拡大とかそういった

ものに結びつけたいというふうに取り組んできた

ものでございます。 

 そこのコンクールまでの実績ということについ

ては、一定の成果を得たのかなというふうに思っ

ておりますが、今後、これらつくり上げたものを、

組織内としましては、市民健康課でありますとか

観光・シティセールス課でありますとか、水産の

分野でありますとか、それぞれがその魚食にかか

わっている部分がありますので、そちらのほうに

シフトさせながら実効ある形に展開していきたい

というのが考え方でございます。 

 では、配布の実態等につきましてグループ長か

ら答弁させます。 

○甑島振興グループ長（山下真司）今、課長

のほうからもありましたように、このレシピ集に

つきましては、現在、配布先といたしましては、

各地域の生活改善グループを通しまして、生活改

善グループの委員の方にもお配りしております。

また、現在は市のホームページとか、あと、広報

紙のほうにも定期的にこういうレシピ集のほうの

一品なんですけれども、現在、継続して掲載して

おります。 

 また、あと、市内の観光業とか宿泊施設のほう

にも、こういうレシピ集ができましたのでという

ことで、市内のほうにも配布させていただいてお

ります。 

○委員（森永靖子）生活改善グループではなく

て、食生活改善じゃないでしょうか。 

 もう３回ではなくて、４回、５回ぐらいになっ

ていると思うんですが、市の魚がキビナゴである

ということで、やはりもっとキビナゴを食べても

らおうということで、森市長のときにコンクール

でもしたらいいんじゃないかということで始まっ

た事業だったんですが、もう今度で終わりのよう

で。であれば、なおのこと、いろいろな市で、い

ろいろな形で集まりがあっても、キビナゴが上る

こともないし、つけ揚げぐらいは何か魚でつくっ

ているのがあるでしょうけれども、キビナゴとい

った形のものがないので、やっぱりそこに料理と

して上ってほしいなということを再三言っており

ますが、そのこともできてないようですし。 

 申し上げたいのは、せっかくきっかけをつくっ

ていただいて、言われることはよくわかりますし、

実際それを自分でずっとやってきましたので、わ

かるんですが、今後もっと、お料理教室をこのよ

うな形でしました、１０カ所もしましたってあり

ますけれども、もうそれで終わりになってしまい

ますので、せっかくつくったその本を、何冊かあ

るものを、もっと専門的な栄養士の立場で手を加

えてもらうなどして、ほんとにどこに行ってもキ

ビナゴが食べれますというような形ができないも

のかなというふうにいつも考えるんですが。 

 この昨年度の処理状況を見ましても、市の宿泊

事業者等へ配布するなどというふうにありますが、

ホテル業界のほうでは、そういったものは、ホテ

ルのいろいろな形があるからつくれないというふ

うに前もおっしゃいましたけれども、それをきっ

かけとしたものを、やはり市の魚のキビナゴをど

こかに出してほしいなというのを、毎回、再三申

し上げていますように、せっかく始まったことで

すので、終わらないように、きっかけはきっかけ

として、もっと今後もこのことを続けて検討して

ほしいなというふうに考えます。 

 昨年度もその前も、処理状況の中にはこのよう

な形で普及啓発を図っておりますというのがつき

ますので、今後、もっといろいろな形で前に進ん

でほしいというふうに意見として申し上げたいと

思います。 

○企画政策課長（上大迫修）森永委員の言われ

ますとおり市の魚はキビナゴでありまして、そう
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いういろいろな場にそういった品物が出てきて、

またＰＲを図っていきたいという思いは同じでご

ざいます。 

 我々企画のほうとして、その魚食といった甑島

といったキーワードでもっていろいろ取り組んで

きておりますが、まさしく２１年度以降、今、岩

切市長就任以降、観光に力を入れている中で、甑

の露出度がかなり上がってきております。 

 そういったときに、今まで取り組んできたこの

ような成果が一つの製品という形や、キビナゴ

ラーメンというのが今回ありましたけれども、そ

ういった形で一つ一つ結実していくように、要す

るに、甑という名前を外に出しながら、そこにあ

ります素材といった部分が形になるように、みん

なを巻き込んでいくという作業でございますので、

お魚教室だけに限らず全体的なパッケージとして

取り組んでいく中で生かせる、これまで培ってき

た情報とか、そういうノウハウといった部分は提

供しながら動かしていけるようにやってみたいと

思います。 

 特に料理教室といったものを企画主導で展開し

ていくということについてはなかなか難しい面も

ありますが、関係課それぞれおりますので、連携

とか交流といった部分については力を入れてみた

いと思います。 

○委員（川畑善照）ちょっと関連ですけれども。 

 やはり費用対効果、もう決算の認定はあれなん

ですけれども、いずれにしても費用対効果を考え

たときに消化事業ではいけないと。 

 それと、私いつも言いますけれども、セクトを

外して、商工観光部あるいは農林水産部、そうい

うところと、あるいは農協、漁協、一緒になって、

それが商品化されて第１次産業が活性化するため

には、もちろん６次産業も含めてですけれども、

やはりアンテナショップ的に、吹上のあの蓬莱館

じゃないですけれども、そういうのが企画力であ

って、その企画力が足らないからこういう事態に

なってくるんじゃないかと私は危惧します、実際。 

 それは１点、関連ですけれども、やはり地域成

長戦略にしましても、期間を限って１０億円とい

う金を――あれ予定されましたよね。だから、こ

れも期間を限らないで、決まるまでどんどん続け

ていいんじゃないですか。やっぱりある程度、企

画力というのは実を結んで初めて実益が上がるも

のでありまして、そういう点では、どうしてもセ

クトが邪魔してるんだなという気がしてならない

んです。これはいつも私が言ってることですけれ

ども。 

 いずれにしましても、そういうプロジェクト的

なグループを組むなり、当局だけじゃなくて、も

ちろん当局内は部課を外し、プロジェクトをつく

り、そして、士農工商一緒になってやっていくプ

ロジェクトをつくるべきじゃないかと。 

 でなければ、やはり市の１次産業の活性化には

ちょっと懸念をしますので、一応、提言を申し上

げます。 

○企画政策部長（永田一廣）ただいま川畑委員

のほうから厳しい御指摘をいただきました。 

 セクト主義、それから、企画としての総合調整

能力がまだ足らないという視点からの御意見だっ

たと思います。 

 私ども、先ほど課長が答弁しましたとおり、企

画は甑島振興という任務を持ってますが、林務あ

るいは農政、商工、観光という他の部署と連携は

とってきているつもりですが、まだ足らないとす

れば、さらに努力をしたいと。 

 それから、農協あるいは漁業さん、あるいは観

光協会とも、私ども直接ではないんですが、関係

課を通じまして、これも連携はとってきていると

考えておりますが、こちらも足らなければ、さら

に力を入れてまいりたいと思っております。総合

調整力が欠けるとすれば、より努力をしたいと思

います。 

 それと、成長戦略、期限を切らずに、ずっとと

いう考え方も確かにございます。ただ、期間を定

め、ある程度の目標を定めて、いろいろな施策、

事業を進めないと、その効果というか、発現でき

ないということもありますので、当面と言ったら

変ですけれども、一応の目標、期間、あるいは投

資規模といいますか、それを定めながら、それを

進める中で、さらに足らないとすれば、改善を加

え、場合によっては期間を延ばすという取り組み

がより現実的な対応ではないかと思っております。 

 いずれにしろ、総合的に連携をとりながら、費

用対効果という視点で取り組めという御示唆だと

思いますので、御指摘の点を踏まえながら、さら

に業務を遂行してまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（佃 昌樹）委員の質疑は尽きたと認

めます。 
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 委員外議員の質疑を認めます。 

○議員（江口是彦） 甑島振興については、い

ろいろ、るる成果等もお聞きしたいんですが、こ

こで１点だけ。 

 非常にいい事業をいっぱいされてます。甑アイ

ランドキャンパス事業にしても、それから、県の

国定公園化推進事業に向けての支援とか。その中

で、やっぱりここにもちょっと説明で触れられま

したけれども、甑に関するいろいろな郷土史も含

めた資料を、これはもう資料館とか図書分館と連

携しながら、予算的にはそっちでつけるんでしょ

うけれども、やはり、あ、甑のここに行ったら、

もう全部資料、今、合併以前の４村のいろいろな

資料等についても、なかなか埋もれてしまってい

る部分もあるかと思いますので、それをしっかり、

例えば鹿島の図書館に行ったら、甑に関するいろ

いろな、ここに書いてある生態系に関する既存資

料等もしっかりそろえているとか、そしたら、ア

イランドキャンパス事業で来られる大学生の皆さ

んの研究のあれにも提供できるような、これを絶

対、県立図書館に行ってもないけれども、甑に行

ったらあったよというぐらいの充実をぜひお願い

したいな。 

 これはもう要望として、ぜひお願いしたいと思

います。 

○企画政策課長（上大迫 修）今、江口議員か

らありました、その発言の中に国定公園化という

話もございましたが、私どものほうも国定公園化

をいろいろ議論していくときに、やはりあの島に

根づいた文化でありますとか歴史、また、環境や

景観といったものを、外から来た方もわからない

といけませんし、住民の方々も理解いただくとい

う意味では、ひとつ、その甑のデータベースとい

うか、資料の総括といった部分は、やはりおもて

なしを提供するというような重要なキーワードだ

と思っておりますので、今後、国定公園化の市と

しての全体の取り組みの中で、そういった情報と

かいったものがいかにあるべきなのかというのを、

ちょっと検討させていただきたいというふうに考

えております。 

○委員長（佃 昌樹）ほかの委員ございません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、企画政策課を終わります。 

 御苦労さまでした。 

────────────── 

   △行政改革推進課の審査 

○委員長（佃 昌樹）次に、行政改革推進課の

審査に入ります。 

 まず決算の概要について部長の説明を求めます。 

○企画政策部長（永田一廣）行政改革推進課の

成果につきまして、資料のほうは、成果説明書

３７ページになります。 

 まず（１）でございます。 

 都市経営への挑戦のところでは、アといたしま

して、部局・支所経営方針と書いてございますが、

これはそれぞれの部局あるいは支所のそれぞれの

使命を念頭に置きまして、毎年度、それぞれの部

局長、支所長が策定するものでございます。これ

を公表し、そしてまた、これを基本に各部署が事

務事業を推進してございます。 

 一つ飛びますが、ウといたしまして、組織機構

の見直しとしまして、本年４月からは六次産業対

策監を新設しまして、一方、工事検査監を廃止す

るなどの見直しを行ったところでございます。 

 次のエでございます。定員適正化につきまして

は、職員数では、１年前より比較しまして、

２４名減員し、本年４月現在では１，１０８名で

スタートしてございます。 

 次に、（２）サービス向上への挑戦、アのとこ

ろでは、２４件の事務事業につきまして行政改革

推進委員会外部評価をお願いし、さらには、イと

いたしまして権限移譲でございます。本年４月か

ら、準用河川の境界の決定等に関する事務など、

３法令３項目４２事務を新たに受けたところでご

ざいます。 

 さらに、ウといたしまして総合支援型窓口シス

テムでございます。 

 本市の場合、ワンストップとはいきませんけれ

ども、市民の、来庁者の負担の軽減と円滑・確実

なサービス提供、この観点から、２階部門、フロ

アの改修、そして、システムの改修を行いまして、

本庁では本年２月から、そして、支所では３月か

らこの総合支援型窓口をスタートしてございます。 

 資料のほうは以上でございますが、資料に記載

しておりませんけれども、行政改革推進課では、

毎年ヒアリングなどを実施しまして、職員数、人

件費の削減、これを念頭に置きまして、職員、嘱

託員の配置定数、そしてまた、退職者補充のため
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の新規採用職員の職種、人員の調整を担当してい

る箇所でございます。 

 以上、駆け足でございましたが、行政改革推進

課の概要を終わります。 

 決算内容につきまして課長から説明いたします。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長（佃 昌樹）引き続き、一般会計の歳

入歳出決算中、行政改革推進課分について当局の

説明を求めます。 

○行政改革推進課長（内田泰二）それでは、行

政改革推進課の決算状況について説明させていた

だきます。 

 初めに、歳出を説明いたします。 

 決算資料の１０１ページをお開きください。 

 なお、行政改革推進課分は１０３ページまでま

たがっておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 ２款総務費１項総務管理費１目一般管理費のう

ち、行政改革推進課分は、備考欄の下段の白丸の

市 政 改 革 費 で 、 支 出 済 額 は ２ ， ７ ３ ７ 万

３，０７５円でございます。 

 主なものといたしましては、総合支援型窓口シ

ステム運用に伴います本庁２階窓口カウンター整

備に係る備品購入のほか、行政改革推進委員会の

委員等報酬に係る経費でございます。 

 不用額につきましては、７節の賃金に行政改革

推進課分といたしまして１０３万円がございます。

これは業務量の増加に対応するための臨時職員の

賃金でございますけれども、市の全体調整用とし

て、行政改革推進課で確保していた分の執行残で

ございます。 

 全く予算を執行しなかったものはございません。 

 次に、歳入を説明いたします。 

 決算書の６１ページをお開きください。 

 中ほどでございます、１６款県支出金３項県委

託金１目総務費委託金の７節権限移譲準備金が

６万７，０００円ございます。これは、県から権

限委譲を受けたことに伴う準備金でございます。 

 不納欠損及び収入未済等はございません。 

 以上で、行政改革推進課分の歳入歳出の説明を

終わります。 

 よろしく御審査賜りますようお願いいたします。 

○委員長（佃 昌樹）これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 委員外議員の質疑を認めます。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 以上で、行政改革推進課を終わります。 

 御苦労さまでした。 

────────────── 

   △コミュニティ課の審査 

○委員長（佃 昌樹）次に、コミュニティ課の

審査に入ります。 

 まず決算の概要について部長の説明を求めます。 

○企画政策部長（永田一廣）続きまして、コミ

ュニティ課の主要施策の成果につきまして、資料

のほうは３８ページからになります。 

 まず第１項目めでございます。 

 １．自治会活動支援事業のところでは、

５８７自治会の地域活動に対します補助を初め、

自治公民館の新築あるいは増改築の工事に対する

助成を。 

 次の、２．市民防犯対策事業のところでは、自

治会等が設置、管理されております防犯灯の設置、

補修に対する補助並びに市が直接管理します防犯

灯の維持補修等を行いました。 

 また、児童・生徒の通学安全確保の観点から、

自治会と自治会のはざまといいますか、そういっ

た通学路、計１８４カ所に特設防犯灯という形で

設置したところでございます。 

 なお、この特設防犯灯、通学路への防犯灯設置

につきましては、２２年度から２４年度、３カ年

にわたり実施したものでございます。 

 次、３．コミュニティ施設の維持管理事業でご

ざいます。 

 集会所施設の維持管理、修繕、そして、地区コ

ミュニティセンターの指定管理者による管理代行

を行いまして、コミュニティセンターを中心に、

地域の活動、交流の場として利用促進に供したと

ころでございます。 

 次の、３９ページになりますが、４．地区コミ

ュニティ協議会活動支援事業では、４８の地区コ

ミへ運営補助金を交付、また、コミュニティ主事

を市の嘱託員という形で配置しますとともに、地

区コミュニティ活性化事業への補助のほか、地区

コミ等の活動状況の情報発信、これを目的といた

しまして、市民活動情報サイトを供用、運用して

おります。 
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 その他、記載の項目については、説明のほうは

割愛させていただきます。 

 次の、５．ゴールド集落活性化事業でございま

す。 

 記載の四つの補助メニューによります助成のほ

か、市職員の協力、ボランティアという形になり

ますが、協力を得ましてゴールド集落の支援のた

めの１１９名を配置して、活動を支援、サポート

したところでございます。 

 なお、このゴールド集落活性化関連の事業、制

度上は、本年度、条例の最終期限を迎えてござい

ます。さきの６月定例会で市長が答弁いたしまし

たが、条例を延長するという基本的な考え方のも

とに、現在、これまでの効果、実証を検証しなが

ら検討を進めているところでございます。 

 できましたら、１２月議会定例会に関連議案を

上程させていただければと思って作業を進めてお

ります。 

 次の、６．男女共同参画推進事業につきまして

は、審議会、まちづくり塾、男女共同参画フォー

ラムなどの開催、また、女性５０人委員会により

ます市長への提言など、男女共同参画社会の形成

促進のための事業をそれぞれ実施したところでご

ざいます。 

 なお、同項の（１）の２行目に記載しておりま

すが、この男女共同の関係で昨年度はＤＶ対策基

本計画、いわゆる配偶者等の暴力防止のための計

画になります。これを他の団体に先駆けといいま

すか、早い取り組みとして計画を策定したところ

でございます。 

 次の４０ページ、７．生涯学習推進事業でござ

います。 

 これにつきましては、生涯学習推進本部を核と

いたしまして生涯学習の推進に引き続き努め、そ

して、その１年間の成果発表の場といたしまして、

（３）に記載のとおり、生涯学習フェスティバル、

これを本土側、そして、甑島、今回は上甑町でし

たけれども、それぞれフェスティバルを開催し、

多数の参加を得たところでございます。 

 最後になりますけれども、８．災害復旧対策事

業でございます。 

 台風災害によりますコミュニティ課所管の防犯

灯の撤去など対応させていただいたところでござ

います。 

 以上、コミュニティ課の概要でございまして、

決算内容につきましては課長のほうから説明いた

します。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長（佃 昌樹）引き続き、一般会計歳入

歳出決算中、コミュニティ課分について当局の説

明を求めます。 

○コミュニティ課長（十島輝久）それでは、決

算書のコミュニティ課分について説明をさせてい

ただきます。 

 まず、歳出について説明いたします。 

 決算書の１０５ページをお開きください。 

 ２款１項２目秘書広報費のうち、コミュニティ

課分は備考欄の上から６行目になりますが、事項、

文書発送事業費の支出済額５３４万４，７８６円

で、各地域の自治会への広報紙などの文書送達業

務の委託料６件が主な支出でございます。 

 次に、１０９ページを開いてください。 

 ６目企画費のうち、コミュニティ課分の支出済

額は、全体で７８６万２，８８８円でございます。 

 備考欄で説明いたします。 

 上から３番目の事項でございますが、男女共同

参画政策費で主な支出は、男女共同参画審議会委

員１６人の報酬及び昨年１０月に開催いたしまし

た男女共同参画フォーラムの開催に要した経費な

どが主なものでございます。 

 次の事項、生涯学習推進事業費の主な支出は、

本年２月に開催いたしました生涯学習フェスティ

バルに係る業務委託料などが主な経費でございま

す。 

 次に、１１５ページを開いてください。 

 １２目市民相談交通防犯費のコミュニティ課分

でございます。 

 支出済額１，６８１万２，６７６円です。 

 備考欄で説明いたします。 

 事項、防犯対策費のうち、コミュニティ課分は、

自治会等で設置しております防犯灯への補助金

７６件を支出しております。 

 次の事項、防犯灯管理費の主な支出は、市が管

理しております防犯灯の電気料と防犯灯の修繕に

要した経費が主なものでございます。 

 次の事項、防犯灯施設整備費の主な支出は、東

郷地域など自治会のはざまなどの通学路に防犯灯

１８４基の設置に要した経費でございます。 

 次に、１１７ページを開いてください。 

 １５目コミュニティ費の支出済額は、総額４億
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１，４５９万６，２９２円でございます。 

 備考欄で説明をいたします。 

 事項、自治会育成費の主な支出は、５８７自治

会に対します自治会補助金が主なものでございま

す。 

 次に、事項、公民館施設整備補助費の主な支出

は、東大谷自治会館の新築ほか３５件の自治公民

館の増改築及び補修に要する補助金と、正込自治

会館新築に対しますコミュニティセンター助成事

業補助金が主なものでございます。 

 次の事項、集会所管理費の主な支出は、樋脇地

域総合休養会館等管理業務委託ほか６件の委託料、

斧渕集会所屋上防水補修ほか集会所にかかわりま

す工事請負費及び消火器などの備品購入費が主な

経費でございます。 

 次の事項、コミュニティセンター管理費の主な

支出は、セントピア及び３８地区コミュニティ協

議会に対します指定管理料と、水引地区コミュニ

ティセンターブロック積補修工事ほか地区コミュ

ニティセンターにかかわります工事請負費及び消

火器などの備品購入費が主なものでございます。 

 次の事項、コミュニティセンター施設設備整備

費の主な支出は、次ページを開いてください。清

色地区のコミュニティセンター空調機取りかえ工

事ほか１件の工事請負費と、青瀬地区コミュニテ

ィセンターへのエアコン設置などの備品購入費が

主なものでございます。 

 次の事項、コミュニティ推進費の主な支出につ

きましては、コミュニティ協議会に配置しており

ますコミュニティ主事４６人の報酬、社会保険料

と、生涯学習フェスティバルのときのコミュニテ

ィマーケット会場設営業務委託ほか１件の委託料、

４８地区コミュニティ協議会運営補助金ほか

１３件の補助金、市民活動支援基金への利子相当

分の積立金が主なものでございます。 

 次の事項、ゴールド集落活性化事業費の主な支

出は、高齢化率が６０％以上になりますゴールド

集落の重点支援地区への補助金ほかゴールド集落

自主活動支援補助金、ゴールド集落支援地区コミ

ュニティ協議会活動補助金及びゴールド集落支援

市民活動補助金を支出しております。 

 ここで不用額の説明に入りますが、前ページで

すけれども、２２節の補償、補填及び賠償金の不

用額は全く執行せず、５０万円でございますが、

地区コミュニティセンターなどの公共施設におけ

る事故などに対する全国市長会市民総合賠償補償

保険金を考えておりましたが、事故などによる賠

償補償金の支払いが生じなかったために執行して

おりません。 

 次に、２４７ページを開いてください。 

 １１款４項１目現年公用・公共施設災害復旧費

ですが、コミュニティ課分として藤本地区の道路

反 射 鏡 維 持 修 繕 工 事 ほ か １ 件 の １ ５ 万

９，６００円を支出しております。 

 続きまして、歳入を説明させていただきます。 

 なお、コミュニティ課の歳入には不納欠損及び

収入未済額はございません。 

 それでは、決算書の１９ページをお開きくださ

い。 

 １４款１項１目１節総務使用料で、備考欄下段

のコミュニティ課分ですが、コミュニティセン

ター、集会所及び次ページに掲載のセントピアの

施設使用料及び冷暖房使用料などが主なものでご

ざいます。 

 次に、３３ページをお開きください。 

 １４款２項１目１節総務手数料の備考欄の下か

ら４行目でございますが、自治会など地縁団体へ

の証明書の交付手数料でございます。 

 次に、６１ページを開いてください。 

 １６款３項１目６節権限移譲事務委託金は、特

定非営利活動法人（ＮＰＯ）にかかわります設立

認証、縦覧事務等の県からの権限移譲に伴うもの

でございます。 

 次に、６７ページでございます。 

 １７款１項２目１節利子及び配当金の備考欄の

上から５行目でございますが、市民活動支援基金

の利子収入で、市民活動支援基金の２４年度末の

基金残高は３億２，３６０万３，０００円となっ

ております。 

 次に、７３ページを開いてください。 

 １９款１項６１目１節市民活動支援基金からの

繰入金でございます。 

 次に、７９ページでございます。 

 ２１款５項４目１節雑入の備考欄の上から９行

目からコミュニティ課分でございますが、主なも

のは、県政かわら版の配布手数料及び自治総合セ

ンターによります地区コミュニティ協議会への備

品購入助成の一般コミュニティ助成事業助成金

５８０万円、あと、自治会への自治会館建設助成

のコミュニティセンター助成事業助成金８５０万
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円などが主なものでございます。 

 最後になりますが、財産に関する調書を説明さ

せていただきます。 

 決算書の４３１ページでございます。 

 基金の表中、先ほど説明をちょっといたしまし

たが、コミュニティ課分は下から６番目の市民活

動支援基金でございます。 

 前年度末現在高が３億２，９９９万５，０００ 

円で、決算年度中の増減高はマイナス６３９万

２ ， ０ ０ ０ 円 、 決 算 年 度 末 現 在 高 は ３ 億

２，３６０万３，０００円となっております。 

 以上で、コミュニティ課分にかかわります決算

内容について説明を終わります。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長（佃 昌樹）これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（谷津由尚）地区コミュニティ協議会の

活動支援事業で、地区コミュニティ協議会の提案

による事業に補助したとありますが、これは合計

幾らぐらい補助されて、その効果はどうだったの

かお伺いします。 

○コミュニティ課長（十島輝久）昨年度の活性

化事業ですが、コミュニティ活性化事業というの

は補助金で流しているやつでございますが、昨年

は１９地区、３５６万８，０００円を支出してお

ります。 

 効果といたしましては、４年間で２回ほどでき

る事業でございますが、ほとんど全ての地区が自

主的にこういう事業をするということで申請を出

して、それなりに自分たちの事業に補助金を組み

入れた中で活性化が図られているものと考えてお

ります。 

 以上です。 

○委員（谷津由尚）その事業というのは、その

後の継続性というのはどのようになっていますか。 

○コミュニティ課長（十島輝久）先ほど言いま

したとおり、４年間で２回できるという事業でや

っておりますが、通常やっている事業も継続的に

しながら、中には、新たにこういう事業をすると

か、今ある事業を拡張してするとかという形で、

継続性は当然持っていただくということ。ただ、

単発的なものも中にはあるのも事実でございます。 

 以上です。 

○委員（谷津由尚）ありがとうございます。 

 各地区コミの事業という、非常にこれは大事な

ファクターですので、これは大事にしていただき

たいと思うんですが、そういう意味で、コミュニ

ティ課さんのほうで、各４８地区コミに対するそ

のビジョンというか、地域性がそれぞれあって、

特徴もいろいろあって、事情もいろいろおありで

すから一概には言えませんが、それぞれのそのコ

ミュニティに対するビジョンというのは、やっぱ

り当局側がまず持っていただいて、それに対して

どんどん進めていくということでないと、先ほど

定住自立圏共生ビジョンというのを、さっきの課

のところで申し上げさせてもらったんですが、結

局、全部リンクしてまして、そういう当局側のそ

のビジョンとか方針とか、そういう一致したもの

がないと、やはり地域としてはなかなか動きづら

い。 

 一方では動いても、一方ではなかなか広げられ

ないとか、いろいろな障害となりますので、私は、

コミュニティ課さんで主導的立場をとっていただ

いて、それにプラス地域は将来こうなければなら

ん、ここは、将来こうだという、そういうビジョ

ンを明確につくっていただいて、それに基づいて

やっぱりコミュニティをある程度育ててあげる、

誘導するという機能が必要ではないかと思うんで

すがいかがですか。 

○コミュニティ課長（十島輝久）４８地区コミ

ございますけれども、原則的には、地区振興計画

を今つくっていただいているように、地域で、や

はりある程度、自分たちの地域を活性化させよう

という動きをしていただきたいというのが私ども

の希望ではございますが、言われるとおり、じゃ

あ、何をすればいいのかというのがなかなか見え

ない地域もございます。 

 そういった意味では、先ほど前回の委員会でも

ちょっとお話ししました地域資源利活用というこ

とで、今回は滄浪地区と吉川地区に入っておりま

すけれども、そういうところに主導的に入りまし

て、こういう事業をしたらどうですかというよう

な道しるべ的なのをつくる事業を取り入れており

ます。 

 それは来年度まで一応するわけですが、それを

もとに、市の職員もそういうノウハウを培って、

できれば地域のほうから、こういうのをやりたい

というような働きかけがあって、初めてこちらも

動きたい部分がありますので、なるべくでしたら、

やはり地域のほうの自主性が尊重されるのかなと。 
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 私どもが入って、あれをしなさい、これをしな

さいというのは、なかなか４８地区難しいと思い

ますので、地域のほうでこういうことをしたいと

いうのであれば、それを全面的にサポートする体

制。それと、先ほど言いましたとおり、事業を入

れて、少しずつでもそういう輪を広げていきたい

なというふうには考えております。 

 以上です。 

○委員（谷津由尚）それでいいんですが、私の

言うビジョンというのは、先ほど地域振興計画と

おっしゃいましたが、その地域振興計画の前にあ

るという位置づけです。そのビジョンに基づいて

地区振興計画をそれぞれでつくっていただく。そ

の結果、自分たちでできないところもあるでしょ

う。そういうところは、今おっしゃったように、

そういうサポートをする。いずれにしても、その

ビジョンというのがないと、私は発展というのは

見込めないと思うんです、そういう意味です。 

 すいません、よろしくお願いします。 

○コミュニティ課長（十島輝久）地区コミュニ

ティについて合併１０年を迎えようとするんです

が、今言っていますように地域資源利活用という

のを入れております。これは何につなげるかとい

うと、総体的にはビジネスにつなげていきたいと。

要するに、地区コミが自立してほしいというのが

願いでもございます。 

 ですから、そういう意味では、大きなビジョン

としては、やはり地区コミュニティが自立するた

めに、そういうコミュニティビジネスができる組

織体制というか、コミュニティ協議会を育成して

いきたいというのが大まかなビジョンではござい

ますけれども、個々それぞれどういうふうにして

いくというのは、今の段階ではないのが現状でご

ざいます。 

 以上です。 

○委員（森永靖子）附属書の３９ページの

（４）相談室の設置についてお伺いします。 

 今のこの場所も中央公民館、保健センターと、

あれやこれや探しながら今の場所に落ちついたん

ですが、最初、女性のための相談室から、今、何

でも相談室にかわって、定着してるのかなと思う

んですけれども、３５件という２４年度の相談件

数は、こんなもんなんでしょうか。２３年度と比

べたらどんなもんなんでしょうか。そしてまた、

相談の内容が少しは変わってきてて、変化があり

ますでしょうか。 

 何か認知症の相談が多かったとかいろいろなの

を聞いたんですが、２４年度はどのような相談が

あったのか。また、二人体制のようですけれども、

体制としてはこういう状態でいいのかどうかをお

聞かせください。 

○男女共同参画グループ長（羽田美由紀）何

でも相談室につきましては、今、待合サロンとい

いまして、国道３号沿いに部屋を設けております。 

 この場所で、６名の相談員の方々が２名ずつ、

毎週土曜日に３時間、予約なしで相談を受けてい

ただいているわけですが、件数に関しましては、

昨年度が３５件ということで、前年度に比べます

と大分減ったように見えるんですけれども、前年

度、また、そのまた前の年も、いろいろリーマン

ショック等の関係で失業などをされた方などの御

相談というのが急激にふえた時期でもございまし

た。 

 今現在は、大分、専門的に相談を受けていただ

ける先というのがわかってきたというのが相談者

の方々の動向でもあるようです。 

 何でも相談というのは、一体どこに行ったらい

いのかわからないような相談者ですとか、ただ悩

み事を聞いていただくだけで安心して帰られる方

もいらっしゃいます。 

 そういうことで、私どもの相談室というのも、

相談先をいろいろ御紹介するための相談室として

重要な場所ではあるかと思われます。 

 今現在の場所は、なかなか皆様方にとってはわ

かりづらい場所かもしれないんですけれども、余

り特定の人が行く場所という形ではなく、普通の

一般市民が出入りする場所となっておりますので、

あの方が相談者だというのを限定されにくいとい

うところでは、かえって人通りの多い場所で、あ

の場所でもいいのかなと思っている次第です。 

 相談の中身につきましては、最近多いものは、

やはり家庭内での相続に関するトラブルですとか、

親子間でのいろいろなそういう結婚とか離婚とか

いうことに伴って、息子が、娘がというような親

御さんの相談を受けることが最近は多いようでご

ざいます。 

 内容としてはそんなに昔と変わってきていると

いうようではないんですけれども、件数的に大分

減ってはきております。それが、かえって専門の

相談先が見つかるようになったということではな
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いかと思っております。 

 以上でございます。 

○委員（森永靖子）大分定着してきております

し、また、本当に長年、専門の方々が受けておら

れて、市民の方々も頼りにしておられるようです

ので、継続していってほしいというふうに思いま

す。 

 お願いします。 

○委員（帯田裕達）二、三お伺いいたします。 

 自治会が５８７あるわけですが、ちっちゃい世

帯から大きな世帯まであるわけです。我々も、こ

の意見交換会で、ちっちゃい世帯のところ、コミ

ュニティのちっちゃいところということは、自治

会も小さな世帯が多いということでありますが。 

 そこで、いろいろ道路の清掃、草刈りから伐採

まで含めてですが、今の自治会のこの補助金の算

定が世帯割とか世帯数で今やられているわけです

が、もう見直す時期でもあるんじゃないかと私は

思うんです。このままでいくと、ゴールド集落、

限界集落がふえる一方でありますから、例えば自

治会の事業計画なりをやはりコミュニティ課でち

ゃんと見直していただいて、その辺についても、

道路清掃にしても、自治会でやられるところと、

もうしなくてもいいところもあるわけです。 

 そういうことを鑑みますと、やはりこの自治会

補助金というのは、もう算定のやり方をもう見直

してもいいのではないかと、私は常日ごろそう思

っているんですが、その辺はいかがでしょうか。 

 もう１点は、先ほどおっしゃいましたように、

平成２２年度から２４年度まで、通学路の防犯灯

を設置したということですが、これは、どの地区、

市全体なのか、そしてまた、終わってない場合は、

２５年度も継続してやられるのか、その辺をちょ

っと教えていただきたい。 

○コミュニティ課長（十島輝久）自治会補助金

の見直しは考えていないのかという質問が最初だ

ったと思いますが。 

 自治会の補助金については、おっしゃるとおり

均等割と世帯割という形で出しております。

５８７自治会出ておりますので、相当な額、１億

円を超す額になるのかなと思いますが、積算につ

きましてはいろいろな積算方法があるかと思いま

すけれども、現時点ではこの補助の形態でいく予

定でおります。 

 ただ、いろいろな意味で、自治会に総体的に補

助金を増額すると全体的な予算も膨れますし、全

く必要でない、草刈りとかそういうのが必要でな

い自治会も当然あるわけでして、そういうところ

にどういう割り増しをするかというのは大変難し

い部分がありますので、基礎的な部分は、やはり

これを使った上で、ゴールド集落であれば、今言

ってますゴールド集落の自主事業とか、市民活動

による環境整備とかという、別の補助金を活用し

て、環境整備、そういうのに利用していただけれ

ばというふうには考えております。 

 それと、防犯灯を市内全域に設置したのかとい

うことで、先ほど部長のほうの説明でもありまし

たとおり、２２年度から２４年度にかけて

４６５基を設置しております。 

 すいません、グループ長に答えさせたいと思い

ます。 

○コミュニティ・生涯学習グループ長（田中

英人）３年間の地域ごとの区分をさせていただき

ます。 

 川内地域が１８６基、樋脇地域が９２基、入来

地域が４９基、東郷地域が４７基、祁答院地域が

４１基、里地域は、学校のほうから要望がなかっ

たのでございませんでした。上甑地域が１２基、

下甑地域が３７基、鹿島地域が１基、合わせて

４６５基となっております。 

 以上です。 

○委員長（佃 昌樹）午前中はこの課までで終

わりたいと思いますので、御協力をお願いします。 

○コミュニティ課長（十島輝久）すいません、

質問に答弁が漏れておりました。 

 この防犯灯の関係について、今後はないのかと

いうことでの質問だったと思います。 

 この事業は、先ほど言いましたとおり、２２年

から２４年度にかけて電源交付金を使いまして、

国の補助をもらいながらした事業でございます。

これに限っていえば、もう２４年度で事業は終了

ということになっております。 

 以上です。 

○委員（川畑善照）関連ですけれども、この防

犯灯の問題ですが、自治会においては、あちこち

つくりかえなければならない時期が来たり、電球

が切れたりするんですけれども、そういうのが出

てきた場合に、補助的なのが、今後やっぱりある

程度すべきではないかということと、新エネ対策

課にも相談して、その新エネのほうからの国など



－24－ 

の補助金がもしあれば、自治会などの防犯灯関係

やらＬＥＤ関係やら、いろいろなことを研究され

たことがあるのかなと思って、それを一応質問し

ます。 

○コミュニティ課長（十島輝久）先ほどの特設

防犯灯の設置については、２４年度で終わりまし

たけれども、自治会が管理している分も相当数ご

ざいます。それについては、電球の取りかえ、支

柱の建てかえとか、そういうものについては、現

在も満額ではございませんが補助金を交付してお

りますので、そちらを活用していただければと思

います。 

 以上です。 

○委員（川畑善照）もう一つ。 

 新エネとのＬＥＤ関係や、あるいは太陽光やら、

そういうことやら、相談されたことがあるかとい

うことです。 

○コミュニティ課長（十島輝久）本市でも、Ｌ

ＥＤの電球取りかえの促進をするということで、

本年度から、普通の蛍光灯とは違って、ＬＥＤを

設置すればより高くなりますので、補助額も上げ

ておりますので、市としてもＬＥＤを推奨してい

るのが現実でございます。 

 Ｌ Ｅ Ｄ が １ 万 ２ ， ０ ０ ０ 円 、 蛍 光 灯 は

７，０００円という形になります。 

○企画政策部長（永田一廣）川畑委員の御質問

は、新エネ課と国の政策とか、そういう事業とか、

連携、協議とか、検討しているかという御質問で

す。 

 結論から申し上げますと、新エネ課、向野対策

監は国から来ておられまして、情報の入手が早い

方であります。 

 ＬＥＤ化に向けて、モデル実証事業というのも

ちょっと提案がございまして、内部でも検討した

ところではございます。ただ、残念ながら、その

採択とかそこまではつながっていないのが現実。 

 事業内容といたしましては、先ほど来出てます、

市民の負担軽減のための自治会へ設置という制度

ではなくて、市が行政の事業として直接設置して

いくような事業でございまして、なかなか経費的

な面とか、具体的な構想を練るまでの期間もなか

ったものですから、ちょっとまだそこにたどり着

いてはいないところです。 

 いずれにいたしましても、先ほど向野対策監も

申し上げてましたけれども、行政だけではなくて、

民間の方々の力もいただきながら、まちが暗い、

エネルギーのまちなのにという、そういうアン

ケートもありますので、今後、新エネ課、次世代

エネルギーの活用も頭に入れながら研究はさせて

いただきたいと思います。 

 以上、経過でございます。 

○委員長（佃 昌樹）委員の質疑は尽きたと認

めます。 

 委員外議員の質疑を認めます。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 以上で、コミュニティ課を終わります。 

 御苦労さまでした。 

 ここで休憩に入りたいと思います。 

 再開は、おおむね１３時１０分としたいと思い

ます。 

～～～～～～～～     

午後０時７分休憩     

～～～～～～～～     

午後１時７分開議     

～～～～～～～～     

○委員長（佃 昌樹）休憩前に引き続き会議を

再開します。 

────────────── 

   △情報政策課の審査 

○委員長（佃 昌樹）次に、情報政策課の審査

に入ります。 

 まず決算の概要について部長の説明を求めます。 

○企画政策部長（永田一廣）午前に引き続き、

よろしくお願いいたします。 

 情報政策課の概要につきまして資料のほうは

４１ページになります。 

 大項目１番目、地域情報化の推進、このうち、

（１）難視聴地域の解消、上のほうに記載してご

ざいます。 

 ごらんの表にありますが、１７の組合の共聴施

設の新設あるいは改修等に対しまして補助をいた

しまして、地上デジタル放送難視聴地域の解消に

昨年度も努めております。 

 なお、この地上デジタル放送につきましては、

本年度、２５年度になりまして、祁答院町の１カ

所におきまして新たな難視地区となってきており

ます。 

 これら、新たな難視地区を含め、早期解消に向

けて、例えば業者との仲介、あるいは相談対応な
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ど、地域の支援に努めて早期解消を図ってまいり

ます。 

 以上、簡単ですけれども情報政策課の概要とい

たします。 

 決算内容につきまして課長のほうから説明させ

ます。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長（佃 昌樹）引き続き、一般会計歳入

歳出決算中、情報政策課分について当局の説明を

求めます。 

○情報政策課長（瀬戸口良一）情報政策課に係

る平成２４年度の歳入歳出決算について御説明い

たします。 

 まず歳出から御説明いたしますので、決算書の

１０９ページをお開きください。 

 ２款１項７目情報管理費、支出済額４億

３，３６７万８，４６０円でございます。 

 次に、１１１ページをお開きください。 

 事項、地域情報化推進事業費は、今までに敷設

した光ケーブルや各業務システムの保守、地上デ

ジタル放送の難視聴地域を解消するために要した

経費等で、主なものは、本土・甑島間海底光ケー

ブル保守業務委託や地上デジタル放送を受信する

ための１７共聴組合の施設整備に係る補助金です。 

 なお、翌年度繰越額３，０６２万２，０００円

につきましては、３共聴組合において施設整備が

おくれたことによる補助金交付の未執行でありま

したが、６月末までに３共聴組合全てで整備が終

わり、補助金を交付しております。 

 次の事項、情報管理費は迅速かつ確実な住民

サービス実現のために、各業務システムの安定運

用や業務の効率化に要した経費等で、主なものは

基幹系システム、各業務の運用支援に係る業務委

託等であります。 

 次に、不用額の主なものとして、１３節委託料

です。１０３万２，５０４円は各種業務委託等の

執行残の積み上げ、また、１４節使用料及び賃借

料２１１万６，８２５円は本庁・支所間ネット

ワーク機器更新の執行残であります。 

 次に、歳入の御説明をいたしますので、

４１ページをお開きください。 

 １５款２項１目総務費補助金、１節総務管理費

補助金のうち、情報政策課分は、備考欄中ほどに

記載の無線システム普及支援事業費等補助金であ

りまして、地上デジタル放送受信のための３既設

共聴施設改修に係る２分の１の助成金です。 

 次に、６５ページをお開きください。 

 １７款１項１目財産貸付収入、３節財産貸付収

入であります。 

 内訳は、２件とも、過去に整備した携帯伝送路

のＮＴＴドコモへの貸付料でございます。 

 次に、７９ページです。 

 ２１款５項４目雑入、１節雑入のうち、情報政

策課分は、調定額２億１，７５４万３，０００円、

収入済額５，７５１万５，０００円、収入未済額

１億６，００２万８，０００円でございます。 

 これは、歳出で説明いたしました共聴施設改修

に係る国からの助成のほとんどを、デジタル放送

推進協会を通じて雑入として受け入れるものです。 

 収入済は、６共聴施設分、収入未済分は３共聴

施設で整備がおくれたことにより、実績報告、

１１共聴施設分が年度内に完了しなかったため収

入未済となったものです。 

 なお、整備がおくれていました３共聴施設改修

は全て完了し、収入未済となっていた助成金も

７月末に全て受け入れております。 

 次に、財産に関する調書のうち、情報政策課分

について説明いたしますので、４２９ページをお

開きください。 

 重要物品現在高調、左側の表、下から４行目の

電子計算機器類７件の減のうち、情報政策課所管

は６件でありまして、内訳は、日本語ラインプリ

ンタ１件、合併時購入ネットワーク機器１件、情

報共有サーバ機器４件で、機器更新に伴い不用と

なったものであります。 

 以上で、情報政策課の説明を終わります。 

 御審査のほどよろしくお願いいたします 

○委員長（佃 昌樹）説明が終わりましたので、

これより質疑に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 委員外議員の質疑を認めます。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 以上で、情報政策課を終わります。 

 御苦労さまでした。 

────────────── 

   △広報室の審査 

○委員長（佃 昌樹）次に、広報室の審査に入

ります。 
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 まず決算の概要について部長の説明を求めます。 

○企画政策部長（永田一廣）企画政策部、最後

の室になります。 

 広報室の主要施策について資料のほうは、

４２ページになります。 

 大項目１番、（１）広聴活動といたしましては、

市長みずから市民の皆さん方の意見を聞くために

開催しております、いわゆるまちづくり懇話会を

６回開催しております。 

 このほか、アンケート、モニター通信を通じま

して、市政モニターの方々の御意見、御提言をい

ただきますとともに、関係課８件になりますが、

８件の計画、案件につきましてパブリックコメン

ト、いわゆる市民の意見公募を実施いたしました。 

 次の（２）といたしましては、記載のとおり、

広報薩摩川内あるいはテレビ広報などによりまし

て広報活動も継続実施してございます。 

 以上、大変簡単ですけれども、広報室の概要で

あり、決算内容につきまして、この後、小原室長

のほうから説明いたします。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長（佃 昌樹）引き続き、一般会計歳入

歳出決算中、広報室分について当局の説明を求め

ます。 

○広報室長（小原雅彦）広報室に係る決算の状

況について説明をいたします。 

 初めに歳出です。 

 平成２４年度薩摩川内市各会計歳入歳出決算書

の１０３ページをお開きください。 

 ２款総務費、１項総務管理費、２目秘書広報費

の支出済額１億３，９７４万９，１７８円のうち、

広報室分は３，３５７万４，６６９円でありまし

た。 

 備考欄で各事項の説明をいたします。 

 １０４ページです。 

 中ほどでございます、広聴活動費は、まちづく

り懇話会に係る旅費や市政モニター制度に係る報

償費が主なものであります。 

 次に、広報管理費は、河川情報表示板情報コン

テンツ制作業務委託ほか８件の委託料が主なもの

であります。１節５０万円以上の不用額はござい

ません。 

 続きまして、歳入を説明いたします。 

 決算書の７５ページをお開きください。 

 ２１款諸収入、５項４目１節雑入です。 

 広報室分でございます。 

 ８０ページをごらんください。 

 備考欄の中段より少し下、広報室のところでご

ざいます。 

 広報紙有料広告とホームページのバナー広告に

よる広報等広告掲載収入ほか、広報紙送料等実費

収入金、河川情報表示板電気料実費収入金等であ

ります。 

 以上で、広報室にかかわる決算状況の説明を終

わります。 

 よろしく御審査賜りますようお願いいたします。 

○委員長（佃 昌樹）これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（川畑善照）広聴活動でまちづくり懇話

会を開かれて、年６回のようですけれども、これ

は隔年ごとに地域は変わるんですよね。 

 また、その中でいろいろ出てきているとは思う

んですけれども、市内の道路標識というか観光案

内とか、そういうのが不足するという意見が出て

おるわけですけれども、そういう点は、毎年どの

ぐらいの、この決算、２４年度は出していらっし

ゃるのか。そしてまた、毎年ある程度それを計画

的にやってらっしゃるのか、そこをちょっとお聞

きします。 

○広報室長（小原雅彦）ことしもございました

けれども、例えば入来の伝建にかかわる標識等に

ついて案内表示板が少ないとか、そういったもの

も多数、当日、出てまいります。 

 それらの処理につきましては、所管課のほうで

対応いたしますので、私どもは、その環境をつく

るという立場で懇話会を開催させていただいてい

るところでございまして、その後の整備条件につ

いては、例えば道路、あるいはそういう所管のと

ころで、それぞれ予算に反映するなり処理してい

ると思われます。 

○委員（川畑善照）やはりあちこちの地区コミ

で、私どもの意見交換会もやっているわけですけ

れども、そういう中で出てきますので、やはりそ

ういうのは情報を把握されて、それで、各課にや

っぱりある程度のプッシュをお願いしたいと思い

ますので、意見として申し上げます。 

○委員長（佃 昌樹）意見です。 

 委員のほうの質疑は尽きたと認めます。 

 委員外議員の質疑を認めます。 

○議員（永山伸一）ＣＭ大賞は、以前は広報室
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が窓口だったんだけれども、今もですか。 

 ＣＭ大賞の件をちょっと、応募状況と結果的に

どうだったのかを教えてください。 

○広報室長（小原雅彦）前年度は残念ながら落

選 し ま し た け れ ど も 、 御 承 知 の と お り 、

２０１１年はグランプリをとりました。 

 ことしについては、１１月に審査会が開催され

ます。そちらで発表があると思います。まだ結果

は来ておりません。 

 応募状況は、毎年１件応募しております。こと

しも応募いたしております。 

○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、広報室を終わります。 

 御苦労さまでした。 

────────────── 

   △農業委員会事務局の審査 

○委員長（佃 昌樹）次に、農業委員会事務局

の審査に入ります。 

 一般会計歳入歳出決算中、農業委員会事務局分

について当局の説明を求めます。 

○農業委員会事務局長（矢野信之）まず初め

に、決算附属書におきまして主要施策の成果のほ

うから報告させていただきたいと思います。 

 決算附属書の１６７ページをお開きください。 

 まず総会及び運営委員会に関することですが、

農地法等に基づきます事項を審議し、処理するた

め、総会及び運営委員会をそれぞれ毎月１回ずつ

開催したところです。 

 農業委員の定数は、公選委員３５名、選任委員

７名、合計４２名ですが、平成２４年９月に１名

の公選委員が逝去されたため、同日以後、現在ま

で４１名の委員数となっております。 

 次の農業委員会委員の選挙人名簿登録申請に関

することですが、農業委員会等に関する法律に定

めるところによりまして、平成２５年１月１日現

在による選挙資格者を調査し、３月３１日付で確

定した数値を示したものであります。 

 農業者年金に関することは、いわゆる法令業務

として農業者年金基金との業務委託契約に基づき

まして、農業者年金受給者の現況届、死亡届等に

よる資格喪失、被保険者の新規加入促進等を事務

処理しているところであります。 

 数値は、本年３月３１日現在の年金受給者数を

示しております。 

 あけていただきまして、１６８ページ、農地の

移動に関することですが、農地法第３条の規定に

基づきます農地の権利移動、農地法第４条及び第

５条の規定に基づきます農地の転用、農地法第

１８条の規定に基づく農地の賃貸借権の解約に関

する許認可事務申請業務の処理件数であります。 

 全体で９６７筆、６７万８，２１６．８１平方

メートルを処理いたしました。 

 次の農業経営基盤強化促進事業に関することに

掲げます表は、農地流動化推進委員等と協力いた

しまして優良農地を認定農業者、担い手農家等に

集積を行った面積であります。 

 ９９９筆、１０４万９，３１６平方メートルの

賃貸借契約と、１６筆、２万１，２８０平方メー

トルの所有権移転を行ったものであります。 

 次に、１６９ページです。 

 農地流動化促進事業補助金は、農地の有効利用

と農業の生産性向上に資するため、農地を借りて

生産規模拡大を目指す中核的担い手農家と農地の

貸し手等に対しまして、補助総額９８１万

１，４００円を交付したものであります。 

 地目変更証明処理に関することにつきましては、

３７筆、２万６，５１３平方メートルにつきまし

ては、転用事実証明、これは、地目変更に必要な

転用許可証を申請された場合に行っております。 

 また、５９筆、４万２，３１７平方メートルの

土地につきましては、非農地証明を発行いたしま

した。 

 これは、農地を農地以外のものにするためには、

農地法第４条または第５条の規定によります農地

転用許可を必要といたしますが、現況が非農地化

し、農地性を喪失していると認める場合には、現

地調査の上、非農地証明を発行する形にしており

ます。 

 次に、農地形質変更届につきましては、５６筆、

３万６，１９５平方メートルにつきまして処理い

たしましたが、これは、排水不良等により耕作に

支障があるため、盛土などを行いまして、畑とし

て使用する届け出が多いです。 

 次の耕作放棄地（非農地）に関することですが、

現況が森林・原野化し、農地に復元することが不

可能と認められる農地を農業委員会の権限におい

て農地基本台帳から除外するもので、平成２４年

度は、川内、入来、東郷及び祁答院地域に存する

耕作放棄地について現地調査を行いまして、農業

委員会の総会におきまして、農地に復元すること
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が困難な土地として判断、議決したものでありま

す。 

 これらによりまして、平成２４年度末におきま

す農地基本台帳上の面積は９，５１４．３ヘク

タールとなっております。 

 以上が、平成２４年度における農業委員会の主

要成果であります。 

 続きまして、決算の関係について説明させてい

ただきます。 

○委員長（佃 昌樹）これより決算の説明をお

願いします。 

○農業委員会事務局長（矢野信之）それでは、

決算書のほうをお願いします。 

 平成２４年度歳入歳出決算書の１６５ページを

お願いします。 

 ６款１項１目農業委員会費、支出済額は

９，８７５万８，３７７円です。 

 備考の欄をごらんください。 

 農業委員会管理運営費は、農業委員会の報酬及

び費用弁償です。 

 なお、農業委員は先ほど申し上げましたとおり、

定数４２名、現在委員４１名で、１名の減は選挙

による委員として選任された方が平成２４年９月

に逝去されたため、減になっております。 

 そして、農業委員会事務局職員７名分の給与及

び旅費並びに鹿児島県農業会議拠出金等負担金が

主なものです。 

 あけていただきまして、１６７ページです。 

 農業者年金受託事務費は、いわゆる法定業務と

いたしまして農業委員会の専属的権限に属する事

務の一つとして処理しているわけですが、臨時職

員１名分の賃金及び社会保険料。先ほど申し上げ

ましたが、川内、東郷、樋脇、入来及び祁答院地

域に存します農業者年金受給者会への補助金が主

なものです。 

 続きまして、農業経営規模拡大促進事業費であ

りますが、農地の流動化を促進するために交付す

る農地流動化促進事業補助金と農地基本台帳シス

テム及び機器一式に係る保守料が主なものであり

ます。 

 また、９節旅費につきまして不用額がございま

すが、これは農業委員の出張等に伴います費用弁

償で不測の事態に対応するため措置したものが残

ったものであります。申しわけございません。 

 続きまして、歳入のほうに入らせていただきま

す。 

 ３７ページをお開きください。 

 １４款２項４目農林水産業手数料のうち、農業

委員会関係ですが、備考欄に記載してありますと

おり、嘱託登記手数料６万９，２９０円と諸証明

手数料４万８６０円であります。 

 不納欠損額及び収入未済額はございません。 

 続きまして、５３ページ、農林水産業費補助金

のうち、あけていただきまして、５５ページです。 

 １６款２項４目農林水産業費補助金、第１節農

業費補助金のうち、農業委員会関係ですが、備考

欄に記載のとおり、農業委員会補助金といたしま

して１，０１４万１，０００円と、農業費補助金

（食料安定供給特別会計交付金）でありますが、

８万９，０００円であります。 

 これにつきましても、不納欠損額及び収入未済

額はございません。 

 続きまして、９３ページをお願いします。 

 ２１款５項４目雑入のうち、農業委員会関係で

は、備考欄に記載のとおり、農業者年金事務委託

金１１７万７，７００円と農地流動化補助金の返

納金２０万２，３００円であります。 

 これにつきましても、不納欠損額及び収入未済

額はございません。 

 以上で説明を終わりますが、よろしく御審査賜

りますようお願いいたします。 

○委員長（佃 昌樹）これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 委員外議員の質疑を認めます。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 以上で、農業委員会事務局を終わります。 

 御苦労さまでした。 

────────────── 

   △農政課の審査 

○委員長（佃 昌樹）次に、農林水産部農政課

の審査に入ります。 

 まず決算の概要について部長の説明を求めます。 

○農林水産部長（高橋三丸）農政課の平成

２４年度の主要施策の成果について概要を御説明

いたします。 

 各会計歳入歳出決算附属書の９４ページをお開

きください。 
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 農 政 課 の 平 成 ２ ４ 年 度 決 算 額 は 、 ６ 億

１，９０５万７，２７０円であります。 

 主な取り組みといたしまして、１の部に係る総

合的な調整の（２）食育・地産地消の推進として、

食育推進大会を市民健康課との共催により実施い

たしました。 

 ２の地域特性を生かした農業の振興の（１）風

土を生かした農業の振興のア、農業経営の安定化

と農村の振興におきまして、ａの中山間地域等直

接支払交付金の交付、ｂ及び９５ページのｆ、鳥

獣被害防止のための市単独事業による電気牧柵の

設置。同じく９５ページのｃ及びｄの事業におい

て、農事組合法人等の農業用機械導入に対する支

援、ｅの鳥獣被害対策実践事業は新規事業といた

しまして、祁答院地域において防護柵の設置を行

いました。 

 恐れ入りますが、９６ページをお開きください。 

 イの農業生産体制の確立といたしまして、

（ア）園芸振興において、ａの活動火山による降

灰被害の回避・軽減のための支援、ｂの生産・収

穫等の作業の効率化等のための農業施設整備への

支援、ｃ及びｄにおいて、産地農業後継者、認定

農業者等の施設整備等に対する助成、ｅの新規就

農予定者の研修実施に際しての資金給付、

９７ページにおきまして、ｆでございますが、

４５歳未満の青年就農者に対する給付金支給を行

いました。 

 以上で、平成２４年度の農政課の決算状況の概

要等についての説明を終わります。 

 よろしく御審査賜りますようお願いいたします。 

○委員長（佃 昌樹）引き続き、一般会計歳入

歳出決算中、農政課分について当局の説明を求め

ます。 

○農政課長（上戸健次）まず歳出から御説明申

し上げます。 

 一般会計歳入歳出決算書、１６３ページをお開

きください。 

 ５ 款 １ 項 １ 目 労 働 諸 費 ８ ， ７ ２ ８ 万

３，８２２円のうち、農政課の主なものにつきま

しては、１６６ページです。 

 備考欄、真ん中ほどですが、集落営農組織経営

規模拡大支援事業業務委託でありまして、市内の

農事組合法人３法人が、それぞれ６カ月間、それ

ぞれ１名の雇用に対する委託金であります。 

 続きまして、１６７ページをお願いします。 

 ６款１項２目農業総務費、支出済額３億

６，６６９万２，９５２円は、備考欄の農政課及

び支所、産業建設課職員の人件費と嘱託員８名の

報酬及び祁答院特産品加工センター農・畜・水産

物加工・販売業務委託ほか１９件でありますが、

主なものにつきましては、１９件のうち、指定管

理業務委託５施設、加工販売業務委託１件であり

ます。 

 続きまして、３目農業振興費、支出済額は１億

４，３８１万３８８円です。 

 備考欄の農業振興育成事業費の鳥獣被害対策実

践事業補助金ほか１３件は、農業経営基盤強化資

金利子助成金、農事組合法人等を支援する新たな

地域担い手育成事業、鳥獣被害防止施設等導入補

助金、鳥獣被害対策実践事業補助金、産業祭開催

事業補助金、米生産調整推進事業が主なものです。 

 あけていただきまして、１７０ページです。 

 一番上ですが、備考欄の中山間地域等直接支払

交付金は、耕作放棄地の発生防止や農道、水路、

景観の維持に努められた５１集落協定への助成金

を交付したものであります。 

 また、農業公社運営事業費は、会員としての農

業公社負担金と農業公社運営補助を支出いたしま

した。 

 農業公社におきましては、新規就農研修生事業

及び農地保有合理化事業等をお願いしているとこ

ろであります。 

 次に、１６９ページをお願いしたいと思います。 

 返っていただきまして、４目農業生産対策費で、

支出済額は１０３万９，０００円です。執行内容

につきましては、米の生産調整推進事務に関する

経費であります。 

 次に、５目園芸振興費は、支出済額１億

４１２万７，１９５円です。 

 右の備考欄ですが、鹿の子百合原種圃設置事業

委託、唐浜らっきょう圃場土砂流出防止工事ほか

１件は、土砂流出防止工事と暗渠排水工事であり

ます。 

 薩摩川内市農産物販売促進協議会負担金ほか

５件の主なものにつきましては、農産物の販売促

進により、農家所得の向上を目的に、市、ＪＡ、

生産者が負担する薩摩川内市農産物販売促進協議

会負担金で、市場関係者との協議、宅配事業、地

産地消等の取り組みを実施したものであります。 

 活動火山周辺地域防災営農対策事業補助金ほか



－30－ 

７件は、ブドウハウス施設６８アールの整備、生

茶洗浄脱水施設整備、産地農業後継者支援事業

２０件、産地農業活性化支援事業１５件及び青年

就農給付金事業が主なものであります。 

 次に、歳入について御説明をさせていただきま

す。 

 ２３ページをお開きください。 

 １４款１項４目農林水産使用料のうち、農政課

分は１４３万１，２２５円で、農産物加工セン

ター等の施設の使用料が主なものであります。 

 次に、５３ページをお開きください。 

 １６款２項４目農林水産業費補助金のうち、農

政課分は１億４，１４４万９，０７７円で、戸別

所得補償対策補助金、鳥獣被害対策実践活動促進

事業補助金、中山間地域等直接支払交付金、活動

火山周辺地域防災営農対策事業補助金、青年就農

給付金事業補助金が主なものであります。 

 次に、６３ページをお願いします。 

 １７款１項１目財産貸付収入のうち、農政課分

につきましては、６６ページになります。 

 備考欄の真ん中ほどですが、３万円につきまし

ては、らっきょう栽培を行う法人に対する市有地

３０アールの貸付料です。 

 続きまして、６９ページをお開きください。 

 ２目物品売払収入のうち、農政課分は備考欄の

上から９行目の祁答院特産品加工センターに業務

委託している農産加工品の販売代金であります。 

 次に、７５ページをお開きください。 

 ２１款５項４目雑入のうち、農政課分につきま

しては、飛びまして８４ページです。８４ページ

をお開きください。 

 備考欄の下から１１行目になりますが、６件で

２２万１，５５７円で、野菜価格安定制度負担金

（過年度返戻金）が主なものでございます。 

 次は、財産に関する調書について御説明を申し

上げます。 

 調書の４２７ページをお開きください。 

 普通財産の３行目、県農業信用基金協会出資金

は、決算年度途中、増減はなく、決算年度末現在

高は９８０万円となっております。 

 また、９行目の県農業・農村振興協会出損金も

同じく、決算年度中は増減はなく、決算年度末現

在高は１，３５９万円となっております。 

 以上で説明を終わりますが、計数的なものにつ

きましては、課長代理、担当グループ長に答弁さ

せますので、よろしく御審査賜りますようお願い

申し上げます。 

○委員長（佃 昌樹）説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（森永靖子）附属書の９４ページですが、

この食育地産地消推進のところに、市民を対象に

した食育アンケートの実施とあります。 

 県の会議に出席したときに、県内全部のこのア

ンケートの結果が出て、一覧表を見せていただい

たときに、少し薩摩川内市はこのアンケートの状

況が余りほかのところに比べてどうかなと思った

んですが、どこでどういう形のアンケートをされ

たのか教えてください。 

○企画総務グループ長（福森聖朗）２４年度

のアンケート調査につきましては、薩摩川内市内

から無作為に抽出した５００人、本市在住で

２０歳から８０歳以下の男女５００人に対して調

査をしております。 

 １２月１日現在で作成し、１月７日に発送し、

２月１３日までの期間となっております。郵送に

より発送しまして、本市内９地域に対し、地域別

の無作為抽出により対象者を抽出しております。 

 ５００人に対しまして、有効回答数が２４２人、

回収率４８％となっておりまして、薩摩川内市の

アンケートの結果から見ますと、少しずつ食育に

対する理解がふえているという結果は出ていると

ころでございます。 

 細かいところの説明はちょっと長くなりますの

で、省きたいと思いますが、そういう理解が少し

ずつ深まっているという結果だけは出ております。 

 以上です。 

○委員（森永靖子）食育推進大会がせっかくあ

りますので、あそこの席にでも、こういうアン

ケートをとられたら、そこに興味のある方々が来

られるので、どうなのかなという話もその県の大

会の中で話をしたところでした。 

 このアンケートのとり方を少し変えていただけ

れば、もっといい結果が出るのかなというふうに

感じたところです。 

 それと、もう１点です。 

 農産物の地産地消を推進するために関係機関と

連携しというふうにありますが、例えばホワイエ

のところで、一つの団体は専ら売る、利益を得る

ところ、一つ団体は試食にというふうになってい

るところを見るときに、やはり売る、利益を得る
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というところだけではなくて、やっぱりそこのと

ころもつくり方などを十分説明したり、試食をし

たり、させたりしながら、買って帰るだけではな

くて、そのものはこのようにしてつくったらいい

んだという瓶詰めのもの、袋詰めのものなどもの

しっかり説明して、パンフレット、つくり方、レ

シピなども出されたら、もっといろいろな形で地

産地消のものが普及できるのじゃないかなという

のを感じるところですが、その辺の考え方を教え

てください。 

○企画総務グループ長（福森聖朗）先ほどの

最初の件ですけれども、食育推進大会のときのア

ンケート調査も市民健康課と合同でアンケート内

容を検討し、ワンペーパーながら、その食育推進

大会などのアンケート調査もとっております。 

 後半部分の、その食育推進大会に係る、できた

ら、売るだけじゃなくてということなんですが、

各団体、食改さん、生活研究グループ、栄養士さ

ん等、約１０団体近いと思うんですが、その方た

ちにいろいろお願いはしているところなんですが、

レシピ等につきましても、そういう団体にお願い

というか、協力をしながら、上からお願いします

というふうになかなか言えないと思いますので、

連携をとりながら、また、よりよい方法で協力で

きたらと思っております。 

 以上です。 

○委員（森永靖子）課長の考えはどうでしょう。 

○農政課長（上戸健次）今、グループ長からあ

りましたように、食育推進大会におきましては、

試食の案内ｲで宣伝、純心大の方々とか、いろいろ

協力をもらいながら、それぞれらっきょう関係に

つきましてもいろいろ試食をしておりますが、先

ほどありましたように、レシピの関係につきまし

ては、まだ宣伝が足らないかなと思っております。 

 次回から、そういった形で、それぞれの団体の

方々に協力を得ながら、そういった方向で進めさ

せていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員（森永靖子）何回もお願いですが、例え

ば生活研究グループさんのところでいろいろなお

いしいものを瓶詰めして、袋詰めして、何日も前

からつくっておられるものを、実際、自分たちも

つくってみたいという希望が非常に多いんですが、

つくり方等を店頭で、ホワイエのところでしっか

り説明したり指導してくださると買いやすいのに

な。地産地消になるには、自分たちも、生研グ

ループさんだけではなくて、自分たちもつくって

みたいなという声をよく聞きます。 

 それと、食生活改善グループは、この担当の課

のほうより試食に関する予算をいただいている中

で、何と何とというふうに、つくったものは全て

レシピを添えて、やってるところで、つくり方、

食べ方なども説明している状況ですので、会員が

兼ねておりますので、同じような活動ができたら

なということで、言えない部分があるではなくて、

お願いしているほうからそこはきちんと指導して

くださったらどうなのかなというのを毎年感じる

ところです。 

 それと、講演についても、もう少しきちんとし

た形で時間設定をしていただくなりしながら、年

に１回の食育推進大会で非常に盛り上がっている

ところですので、もっといろいろな形で前向きに

検討していきながら進めてほしいというふうに感

じるところです。 

 お願いします。 

○委員長（佃 昌樹）要望、意見であります。 

○委員（川畑善照）鳥獣被害防止対策のこの効

果の問題で、２４年度から現在に至るまでですけ

れども、その効果の点、ふえてるのか減ってるの

か。 

 それから、もう１点は、１６８ページの、祁答

院の世界一郷水車直売所の改修をされてますが、

これは指定管理者がその後どのようになっている

のか教えてください。 

○農政課長（上戸健次）鳥獣被害防止の施設の

導入事業なんですけれども、２４年度から、一応、

国庫事業、あるいはそれぞれ市の単独事業等を入

れまして、防護柵、被害対策につきましてはして

いるわけですが、農政課でしておりますのが、防

護柵というのが一番のメーンでありまして、その

鳥獣被害防護柵を張ったところにつきましては、

割と被害はないような状況なんですけれども、や

っぱり個体数がなかなか減らないということで、

今度は周りのほうがちょっと出てきてるのかなと

いうこともありまして、それぞれ、本年度もです

けれども、こういった形で、また防護柵を一応設

置する計画でおります。 

○農業振興グループ長（北野修身）世界一郷

水車の工事後の状況ということでございますが、

昨年度の工事で、おやきとか、さとっこあげ等を
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生産して、販売できるようにした関係で、利用者、

販売売り上げとも、昨年と比べまして２０％から

３０％ぐらい伸びている状況でございます。 

○委員（川畑善照）この鳥獣被害の問題ですけ

れども、防止柵だけではなくて、やはり捕らえる

というか、箱わなとか、鉄砲を含めてですけれど

も、これを極力進めて、そして、加工、６次産業

化というか、ある程度、加工販売までをルート化

するような、そういう対策を講じられなければ解

決しないんじゃないかという気がするわけです。 

 ですから、農政課だけじゃなくて、商工観光部

とか、あるいは６次産業とか、そういうところと

検討しながら、やはり被害を食いとめるためには、

そこまで持っていかなければ私は解決しないと思

うんです。 

 そういう点をどう考えてらっしゃるか。 

 それから、祁答院のその世界一郷水車の場合は、

指定管理はもうそのまま継続されてるんですね。 

○農業振興グループ長（北野修身）２７年度

まで継続でございます。 

○農林水産部長（高橋三丸）鳥獣対策、被害対

策でございますけれども、農政課のほうでは、今、

課長が申しましたとおり、防護、農地を守るとい

う意味から防護柵の設置に対する助成をしており

まして、２４年度で、鳥獣被害対策の実践事業と

いうことで県の補助事業をいただきまして、各農

家の方が個人の土地を防護する際は、やっぱり自

分の土地、畑であります、一体となって防護する

形で、地域を守るという形で今回実施して、この

効果を、２４年度、２５年度実施してますけれど

も、この効果も見きわめていきたいと思っており

ます。 

 また、捕獲につきましては、これは林務水産課

のほうの対策事業になりまして、鹿、イノシシ、

今、年１，０００頭を超える頭数を捕獲しており

ますが、被害の面積、被害額は、２４年度も

２３年度に比較しましてふえているという非常に

厳しい現状がございます。 

 なかなか個体数の減につながっていない。それ

は、ただしこの鳥獣被害といいましても、イノシ

シ、鹿、自然生態系を壊すわけにもいきませんの

で、全域な、本土全ての、薩摩川内市のみならず、

地域、阿久根市さん、それから、さつま町さん、

伊佐市さん、県土もですけれども、県じゃなくて、

今度はよその県、いわゆる九州は九州でこれをど

うしていくかということも大きな課題の一つにな

っております。 

 そういったことで、県の指導で地域の研修会も

ございまして、あと何か、自治体の地域での活動

というのが着手されつつあるのかなと。割と、そ

れに伴う中での事業展開も、今後、視野に入れる

べきだと思っております。 

 また、ジビエですけれども、非常にとれて、完

全な状態で、時間で、そこに行って解体して食品

にするという、非常に問題があるんですけれども、

屠殺場法の対象になってない関係で、衛生的な問

題もまだ残されているようでございます。 

 そういう食品としての今後の活用も図ることも

非常に期待されますし、多くの個体を駆除したと

きに、どういう処理をするかということも大きな

課題でございます。 

 そういうのもございますので、関係課、あるい

は市単独ではなくして、地域、県、国との連携を

とりながら、この対策を今回強化していくのを期

待するところでございます。 

 また、林務水産課としましては、軽量の箱わな、

持ち運び、設置が可能なそういう箱わなの対策も

今後検討していきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員（川畑善照）ただいま部長が言われまし

たとおり、やはり捕らえることが目的にされまし

て、そして、次は加工。今言われましたとおり、

庁舎内の連携あるいは地域間の連携、これをとっ

て、できるだけ早い機会にそういう事業を進めて

いただければありがたいと思います。 

 以上です。 

○六次産業対策監（小柳津賢一）すいません、

先ほど川畑委員のほうから、有害鳥獣を捕獲して、

加工・販売、６次産業化も見据えてという御趣旨

の御意見をちょっと頂戴いたしました。 

 それに対して答弁ということではないんですけ

れども、ちょっと御理解をいただきたくて御説明

を差し上げたいと思います。 

 ６月議会で御承認をいただきました、農林漁業

の六次産業化の促進に関する条例なんですけれど

も、六次産業化の定義の規定を第２条第３項で設

けておりまして、そこでは、農林漁業者等がみず

からの生産に係る農林水産物の生産及び加工また

は販売を一体に行うものという定義をしておりま

す。 
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 まことに申しわけございませんけれども、その

意味では、狩猟で採捕された鳥獣を、仮に加工・

販売したとしても、ちょっと条例上の六次産業化

とみなすことは非常に厳しいと思います。 

 有害鳥獣をとるだけではなくて、それをジビエ

として活用して流通に乗せて、それを一つの産業

にすると、それはあります。ありますけれども、

条例上の六次産業化ということで見るのは、ちょ

っと非常に定義上厳しいので、そこだけはちょっ

と御理解をいただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（佃 昌樹）鳥獣被害の問題について

は、今後も拡大をしていく一途になると思うんで

す。 

 米作のところでどのような、何％ぐらいの被害

を受けてきたのか、面積的に。例えばどのような

被害がずっと続いてきたのか、畑作面ではどうな

のか、やっぱりその辺のデータも欲しいと思いま

す。 

 できましたら、そういったデータができました

ら、次の委員会でも結構ですので、データ表示を

していただければありがたいと思いますので、気

にとめておいていただけませんか。 

○農政課長（上戸健次）今、委員長のほうから

ありましたように、今、それぞれの農家さんのほ

うに米作が主ですけれども、一応、被害状況につ

いてのアンケート調査を今集約しているところで

すので、今ありましたように、次回の委員会等に

は提出をさせていただきたいと思います。 

○委員長（佃 昌樹）よろしくお願いします。 

 委員の発言は尽きたと認めます。 

 委員外議員の発言を認めます。 

 ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）発言はないと認めます。 

 以上で、農政課を終わります。 

 御苦労さまでした。 

────────────── 

   △畜産課の審査 

○委員長（佃 昌樹）次に、畜産課の審査に入

ります。 

 まず決算の概要について部長の説明を求めます。 

○農林水産部長（高橋三丸）畜産課の平成

２４年度の主要施策の成果について概要を御説明

いたします。 

 同決算附属書の９８ページをお開きください。 

 畜 産 課 の 平 成 ２ ４ 年 度 決 算 額 は 、 ２ 億

９，７５６万９，８９７円であります。 

 主な取り組みといたしまして、１の畜産行政の

総合的な企画及び調整として、畜産振興策の企

画・検討に積極的に取り組みながら、本市畜産農

家の経営安定と畜産の振興を図ったところであり

ます。 

 特に甑地域におきまして、畜産指導業務や家畜

診療業務を実施し、甑地域の畜産振興と家畜の疾

病防止に努めたところであります。 

 ２の畜産の振興及び育成といたしまして、本市

における畜産の振興及び育成を図るため、（２）

の畜産物の生産奨励に関することとして、国・県

事業を活用した畜産基盤再編総合整備事業などに

よる畜産施設等の整備、青年就農給付金事業によ

る新規就農者への経営支援、産地農業後継者支援

事業や優良家畜保留導入助成事業を初めとした市

単独補助事業を実施しながら、畜産経営基盤の強

化及び家畜の商品性向上と畜産農家の経営強化に

努めたところであります。 

 ９９ページにおきまして、（４）の畜産の衛生

及び防疫に関することで、通常の家畜防疫対策に

加え、車両消毒に必要な施設等の整備に対する支

援や家畜伝染病発生に備えた消毒薬の備蓄を行い

ました。 

 以上で、平成２４年度の畜産課の決算状況の概

要について説明を終わります。 

 よろしく御審査賜りますようお願いいたします。 

○委員長（佃 昌樹）引き続き、一般会計歳入

歳出決算中、畜産課の説明を求めます。 

○畜産課長（中山信吾）畜産課でございます。

よろしくお願いいたします。 

 畜産課におきます平成２４年度決算の説明をさ

せていただきます。 

 まず歳出について平成２４年度薩摩川内市各会

計歳入歳出書の１６９ページをお開きいただきた

いと思います。 

 ６款２項１目畜産総務費で、支出済額は２億

９，７５６万９，８９７円でございます。 

 備考欄でその内容を説明いたします。 

 畜産総務費では、畜産業務嘱託員報酬が１人分、

職員給与費が１０名分、報酬に係る保険料、甑地

域におけます家畜診療等業務委託ほか３件の委託

料、鹿児島県畜産協会負担金ほか４件の負担金、
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備品購入は甑島地域における県有牛について農家

から償還された分を県へ支払うものが主なもので

ございます。 

 国庫支出金等精算返納金は家畜導入事業基金の

うち、国・県及び市で基金造成しておりました特

別導入事業基金の国庫相当額を会計検査院の指導

に基づき国へ返納したものでございます。また、

優良牛導入資金貸付基金繰出金ほか１件の基金へ

の繰出金が主なものでございます。 

 次に、畜産振興育成事業費では、畜産基盤再編

総合整備事業第３川薩地区負担金ほか４件の負担

金を。 

 次に、１７１ページをお開き願いたいと思いま

す。 

 １行目、活動火山周辺地域防災営農対策事業補

助金ほか１６件の補助金が主なものでございます。 

 続きまして、不用額について御説明をさせてい

ただきます。 

 申しわけございません、１６９ページにお戻り

いただきたいと思います。 

 報償費で１４０万４，０６４円の不用額が生じ

ております。 

 これは５年ごとに開催されます第１０回全国和

牛能力共進会が、昨年１０月、長崎県で開催され

ましたが、本県代表牛として本市から選定がなか

った結果、出品奨励金の支出がなかったことが主

な要因でございます。 

 次に、負担金補助及び交付金で９０８万

５，７７２円の不用額が生じております。これは

産地農業後継者支援事業に関し、予定しておりま

した事業者が諸事情から事業実施できなかったこ

とが主な要因となっております。 

 ま た 、 同 じ く 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 で

６，１７７万８，０００円を翌年度繰り越しして

おります。 

 これは畜産基盤再編総合整備事業等負担金につ

いて、事業参加者との事業調整や農業関係法令等

の手続に期間を要した結果、当該年度中に事業完

了が見込めなかったことから、翌年度繰り越しを

行ったものでございます。 

 続きまして、歳入について御説明いたします。 

 歳入歳出決算書は２３ページをお開きいただき

たいと思います。 

 １４款１項４目１節農業使用料で、畜産課分に

つきましては、２５ページをお開きください。 

 備考欄の２行目、畜産課分は、電柱等設置に係

ります行政財産使用料と下甑堆肥センターの使用

料でございます。 

 次に、３７ページをお開きください。 

 １４款２項４目１節農林水産業手数料で、備考

欄のうち、畜産課分は、甑地域におけます家畜診

療手数料となっております。 

 続きまして、５３ページをお開きください。 

 １６款２項４目１節農業費補助金で、備考欄の

うち、畜産課分は、最終行の活動火山周辺地域防

災営農対策事業補助金でございます。 

 この事業は、降灰の影響を軽減して農業者の経

営安定と地域農業の健全な発展を図るため、畜産

部門では、飼料作物の収穫調整用機械等を整備す

ることで良質粗飼料の確保を支援するものでござ

いまして、４件分でございます。 

 続きまして、６３ページをお開き願いたいと思

います。 

 １７款１項１目１節土地建物貸付収入で、畜産

課分は、６５ページをお開き願いたいと思います。 

 畜産課分は、備考欄の中段ほど、甑地域におき

ます牧場貸付料６件分となっております。 

 次に、１７款１項２目１節利子及び配当金で、

畜産課分は、６７ページをお開きいただきたいと

思います。 

 畜産課分は、備考欄の中段、肥育素牛導入資金

貸付基金利子収入、特別導入事業基金利子収入及

び優良牛導入資金貸付基金利子収入となっており

ます。 

 次に、６９ページをお開きいただきたいと思い

ます。 

 １７款２項２目１節物品売払収入で、備考欄の

うち、畜産課分は、県有牛に係ります８頭分の譲

渡代金となっております。 

 次に、７５ページをお開き願いたいと思います。 

 ２１款３項１目３０節優良牛貸付金元利収入で、

５０万円の収入未済となっております。これは優

良牛導入資金貸付金１頭分でございますが、貸付

者の所在が現在不明でございまして、連帯保証人

も死去されております。現在、連帯保証人の相続

者へ相談しているところでございますが、理解が

なかなかしてもらえない状況にあることから収入

未済となっているものでございます。 

 次に、２１款５項４目１節の雑入で、畜産課分

は、８３ページをお開き願いたいと思います。 
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 備考欄のうち、畜産課分は、下から２行目、家

畜共済病傷共済金と畜産基盤再編整備事業等負担

金でございます。 

 次に、８５ページをお開きください。 

 備考欄の２行目、畜産基盤再編整備事業等負担

金の過年度事業分でございます。畜産基盤再編総

合整備事業等の畜産公共事業は、肉用牛経営の中

核となる経営体の育成と畜産の活性化を図るため

に、飼料基盤の開発整備や畜産施設等の整備を支

援している事業となっております。 

 続きまして、財産に関する調書について御説明

させていただきます。 

 飛びますが、４２６ページをお開き願いたいと

思います。 

 ４２６ページ、（５）有価証券で、畜産課分は

上から３行目、南九州畜産興業株式会社分で、決

算年度中の増減はゼロで、決算年度末現在高は

３７万３，０００円でございます。 

 続きまして、４２７ページをお開き願いたいと

思います。 

 （６）出資による権利でございます。 

 畜産課分は上から５行目、県家畜畜産物衛生指

導協会寄託金は決算年度中の増減はゼロ、決算年

度末現在高は６３万円となっております。 

 次に、１行飛びまして７行目、県畜産協会寄託

金で、決算年度中の増減はゼロ、決算年度末現在

高は２３２万５，０００円でございます。 

 続きまして、４３０ページをお開きいただきた

いと思います。 

 ４３０ページ、３、債権で、畜産課分は上から

２行目、優良牛貸付金は旧祁答院町におきます優

良牛貸付金で、決算年度中の増減はゼロ、決算年

度末現在高は５０万円でございます。 

 続きまして、４３２ページをお開き願いたいと

思います。 

 運用基金の状況でございますが、上から三つが

畜産課分でございますが、これについては後の

ページで説明をいたします。 

 続きまして、基金の運用状況調書について説明

をいたします。 

 ４３６ページをお開きください。 

 三、優良牛導入資金貸付基金でございます。 

 １、基金の名称及び経緯でございますが、表の

中ほど、前年度末基金現在額は１億１，２０６万

２，３２８円、決算年度中の増減額１，９１３円

の増額は、基金に属する現金によって生じた預金

利息でございます。 

 したがいまして、平成２４年度末基金現在額は

１億１，２０６万４，２４１円となっております。 

 ２の（１）平成２４年度におけます運用状況は

ごらんのとおりで、一番右側、平成２４年度末貸

付牛は２７４頭の９，９１１万９，８１５円とな

っております。 

 ２ の （ ２ ） 平 成 ２ ４ 年 度 末 現 金 残 高 は

１，２９４万４，４２６円でございまして、これ

と貸付額を合計しますと基金現在額と一致します。 

 続きまして、４３７ページをお願いいたします。 

 四、肥育素牛導入資金貸付基金でございます。 

 １、基金の名称及び経緯でございますが、表の

中ほど、前年度末基金現在額は５，２８０万円、

決算年度中の増減はゼロで、平成２４年度末基金

現在額は５，２８０万円でございます。 

 ２の（１）平成２４年度におきます基金運用状

況はごらんのとおりでございますが、一番右側、

平 成 ２ ４ 年 度 末 現 在 の 貸 付 牛 は ９ ６ 頭 の

３，８１３万７，１８２円でございます。 

 （２）平成２４年度末現金残高は１，４６６万

２，８１８円でございまして、これと貸付額を合

計しますと基金現在額と一致します。 

 続きまして、４３８ページをお開きいただきた

いと思います。 

 五、特別導入事業基金でございます。 

 １、基金の名称及び経緯でございますが、表の

中ほど、前年度末基金現在額は６，４８１万

７，０７７円、決算年度中の増減額９５２円の増

額は基金に属する現金によって生じた預金利息で

ございます。 

 したがいまして、平成２４年度末基金現在額は

６，４８１万８，０２９円となっております。 

 ２の（１）平成２４年度におけます運用状況は

ごらんのとおりで、一番右側、平成２４年度末現

在 の 貸 付 牛 は 、 １ ３ ２ 頭 の ５ ， ２ ６ １ 万

４，２８６円となっております。 

 ２の（２）の平成２４年度末現金残高は

１，２２０万３，７４３円でございまして、これ

と貸付額を合計すると基金現在額と一致いたしま

す。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしく御審査賜りますようお願いいたします。 

○委員長（佃 昌樹）これより質疑に入ります。 
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 御質疑願います。 

○委員（谷津由尚）防疫に関する点で、決算額

で１７８万３，０００円あるんですけれども、こ

れは消毒薬の備蓄、即対応するように備蓄をする

ということなんですが、この薬がどのぐらいの量

なのか。全戸数なのか一部なのか、その保存期間

はどれぐらい有効なのか、また、毎年こういうこ

とをされるのかについてちょっとお伺いします。 

○畜産課長（中山信吾）ただいまの質問でござ

いますが、消毒薬の購入につきましては、不測の

事態が生じた際に、いわゆる家畜伝染病が発生し

た場合に即時に対応するための備蓄ということで

考えておりまして、農家配布用ではなくて、消毒

ポイントの整備とか、そういうときに使うという

ことで考えておりまして、備蓄をしているもので

ございます。 

 大体、今現在購入しております薬品の有効期限

が３年でございますので、そのうち、一括購入で

はなく、３分の１程度ずつを毎年備蓄として購入

しております。 

 ですから、３年後になりますと有効期限間近な

ものが発生いたしますので、それについては有効

活用するという形で、農家のほうに、農家におけ

ます防疫の徹底を図っていただくという意味で農

家に配布しているという状況で、捨てることなく

有効活用させていただいているところでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（佃 昌樹）ほかにございませんか。 

 ちょっと私のほうから追加説明をお願いしたい

んですが。 

 決 算 書 の １ ７ ０ ペ ー ジ 、 繰 越 明 許 費 の

６，１７７万８，０００円、現在の行方はどうな

ってますか。 

○畜産課長（中山信吾）今現在、繰り越した額

全てにおきまして協議等が整いまして、繰り越し

た分については、もう事業等を――これは事業実

施主体が県の地域振興公社になりますが、地域振

興公社のほうで設計等を進められて、入札等もさ

れ、今、順調に進んでいるところでございます。 

○委員長（佃 昌樹）はい、わかりました。 

 委員の発言はないと認めます。 

 委員外議員の発言を認めます。 

○議員（江口是彦）畜産は、甑にとっても非常

に今大きな事業ですので、３点ほどちょっとお伺

いさせていただきます。 

 一つは、甑地域の畜産指導業務とか、それから、

甑地域家畜診療業務、これの実態の獣医師がひと

つは働かれるわけですが、例えば畜産業務嘱託員

報酬として２５４万円ほど予算措置されていると

いうことは、この人も関与してるんですか。とに

かく、１点、甑でのそういう畜産指導員とか、家

畜診療業務の具体的な実態を教えてほしいという

こと。 

 それから２点目ですが、畜産の基盤再編総合整

備事業、これ非常に大きな事業なんだと思います。

甑でも、上島、下島、それぞれ予算は消化し切れ

ない分ぐらい大きな事業をされていると思うんで

すが、今後の展望も含めて、今、上島、下島での

この事業の成果とか、その辺、実態をちょっと教

えてください。 

 ３点目は、下甑にある堆肥センターの使用料が

２２万円ほど使用料として歳入で組まれているわ

けですが、実際のこの堆肥センターの運用という

か、これはちょうど、私も、合併時期の事業計画

が出るのが、村時代と新しい市になってから、具

体的にはどの辺でどうなったかなという認識もち

ょっと違ったり、ずれてるんですが、その辺を含

めて、下甑の牧山の堆肥センターの具体的な状況。 

 その３点を教えてください。 

○畜産課長（中山信吾）まず甑島におきます獣

医師と畜産指導員の状況でございます。 

 家畜診療獣医師におきましては、現在１名の方

が里町に居住されながら、甑全体の家畜診療をし

ていただいているところでございます。 

 この方は、元県の職員の方でございまして、家

畜保健衛生所等々で実務を経験された方でござい

ます。 

 一方、甑地域におけます畜産指導業務委託につ

きましては、いわゆる畜産指導員という形で、牛

の飼育管理、飼養管理、それから、経営面、それ

から、飼料作物に関すること等々について指導を

いただいているということでございまして、この

方は、今、鹿島町のほうに在住していただいてい

るところでございます。 

 ですから、一応、畜産に知識のある方が下島と

上島にそれぞれ今１名ずついらっしゃるという形

で、農家の不安解消をしておりまして、また、家

畜診療時には、この業務委託嘱託員も一緒に巡回

されたりとする中で、より濃厚な農家への指導等



－37－ 

も実施しているという状況であります。 

 それから、畜産公共事業のうち、甑島におきま

しては、草地林地一体的利用総合整備事業という

形の事業に取り組んでいるところでございますが、

これまでに甑地域内において５戸の農家が事業を

実施されているところでございます。 

 状況としましては、計画に対しまして、事業効

果としては、当初計画では、当初の繁殖牛が

１１０頭ぐらいだったのが１５０頭ぐらいになる

予定でございましたけれども、１農家、１農場に

おきまして、ちょっと特異な疾病等が発生してお

りまして、今ちょっと思うようには伸びておりま

せんが、将来的には、そういう形で繁殖牛の増頭

に寄与しようという形で考えているところでござ

います。 

 また、これまで取り組んでまいりましたが、こ

の事業も、一応、甑地域のこの畜産公共事業にお

きましては、来年度までで一応事業を終了しよう

という形で考えているところでございます。 

 それから、３点目の堆肥センターの使用料の積

算基礎につきましては、繁殖牛１頭当たり

２００円という、一月ですね、という形で、あそ

こを使用される農家から使用料を徴収した合算額

が使用料として歳入で入ってきているところでご

ざいます。 

 なお、御存じのとおり、特に下甑島においては

放牧経営が主体でございますので、こちらの本土

地域と違いまして、堆肥がなかなか集まらない状

況でございます。思うように集まらない状況でご

ざいますが、あそこで搬入された堆肥につきまし

ては、攪拌等を行いまして、タイヤショベル等で

攪拌等を行いまして堆肥化したものを、また農地

に還元したりしながら利用しているという状況で

ございます。 

○議員（江口是彦）わかりました。 

 今説明された草地林地の一体的整備事業、これ

は、上も下も来年度まで、上のほうもまだ継続さ

れるんですか。 

 上は具体的には里だけですか、今。それから、

下のほうは農家が少ないようですけれども、１戸

の農家が、ことし、来年もやろうということで、

今、地元のいわゆる林地のほうですね、それの話

し合い等が行われてるとこだと思うんですけれど

も、これはもう来年度までということなんですか。 

 それから、堆肥のほうに関しては、やはり有効

活用というか、ちょうど合併のころ、１６年のこ

ろ、あの法改正で、個々人のあの家畜廃棄物の処

理をどうするかということから、共同的にという

ことで、個人的には、場所的にはあそこはどうだ

ったんかなという思いもありますけれども、そう

いうことでつくられたやつでしょうから、今後、

やっぱりもっと有効活用等を図れないかなという

気はいたします。 

 これはもうただあれだけで、さきの１点目につ

いてだけちょっと教えてください。 

○畜産課長（中山信吾）現在、草地林地事業に

つきましては、本年度は下島で１件、それから、

上島におきましては里のほうで１件やられている

ところでございます。 

 ２６年につきましては、草地林地事業が、一応、

今のところ予定しておりますが、２６年度までと

いう予定でおりますけれども、今、掘り起こし等

をやっておりまして、新たな事業参加者等がない

場合は、もう２５年で終わる可能性もあるかなと

いうことで考えておるところでございます。 

○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、畜産課を終わります。 

 御苦労さまでした。 

────────────── 

   △林務水産課の審査 

○委員長（佃 昌樹）次に、林務水産課の審査

に入ります。 

 まず決算の概要について部長の説明を求めます。 

○農林水産部長（高橋三丸）林務水産課の平成

２４年度の主要施策の成果について概要を御説明

いたします。 

 同決算附属書の１００ページをお開きください。 

 林務水産課の平成２４年度決算額は、５億

３，０８３万５，３５１円であります。 

 主な取り組みといたしまして、１の森林の整備

と特用林産の振興として、（１）の森林施業計画

に基づく森林の整備、森づくり推進員活動等を通

じた間伐の推進、荒廃した竹林の環境整備を行い

ました。 

 続きまして、１０１ページの（２）の森林整備

地域活動支援交付金を活用した施業の集約化及び

作業路網の改良を行っております。 

 （３）の早掘りタケノコの生産振興の促進。 

 （５）の杉、ヒノキの保育・機能増進等のため

の搬出間伐及び切捨間伐、甑島地域における広葉
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樹の複層林改良などを行いました。 

 恐れ入りますが、１０２ページをお開きくださ

い。 

 ２の治山林道の整備として、林道の開設や改良

舗装、草払い、路面補修などの維持管理、災害防

止のための治山事業等を行っております。 

 ３の水産業の振興といたしまして、（１）及び

１０３ページの（２）の川内市漁協及び甑島漁協

が行う種苗放流等への支援を行いました。 

 （３）の甑島地域におけるオニヒトデ及びガン

ガゼウニの駆除。 

 （４）の同じく甑島地域の漁業集落に対する交

付金の交付。 

 （５）の川内市内水面漁協等が行う内水面魚介

類の放流に対する支援等を行っております。 

 続きまして、下段から１０４ページ上段の４、

漁港及び海岸保全施設の整備といたしまして、漁

港内の水深確保のためのしゅんせつ、陥没箇所の

舗装工事等を行いました。 

 ５の林道・漁港災害の復旧として、被災箇所の

復旧工事を実施しております。 

 以上で、平成２４年度の林務水産課の決算状況

の概要等についての説明を終わります。 

 御審査賜りますようお願いいたします。 

○委員長（佃 昌樹）引き続き、一般会計歳入

歳出決算中、林務水産課分について当局の説明を

求めます。 

○林務水産課長（堂込 修）それでは、平成

２４年度林務水産課に係る決算状況について御説

明申し上げます。 

 まず歳出のほうから説明しますので、決算書の

１７５ページをお開きください。 

 ６款４項１目林業総務費の支出済額は、

９，８３４万８２７円であります。 

 右側のページの備考欄をごらんください。 

 主な歳出は、職員１３名の給与と飯盛山遊歩道

草刈・清掃業務委託ほか３件の委託料及び鹿児島

県治山林道協会ほか８件の負担金であります。 

 同じく決算書の１７５ページの２目林業振興費

の支出済額は、１億２，００９万２，９４５円で

あります。 

 右側の備考欄をごらんください。 

 主な歳出は、林業振興育成費では、有害鳥獣捕

獲業務委託ほか６件の委託料、民有林の間伐、作

業路、集材路整備と森のめぐみの産地づくり事業

に係る竹林改良、竹林管理路整備に対する助成を

行うとともに、間伐等森林環境整備事業や森林整

備地域活動支援交付金事業を実施しております。 

 その下の松くい虫駆除費では、唐浜、久見崎、

寄田地域等の松林を守るために、被害木の伐倒駆

除事業を３件と、久見崎、寄田、京泊地域の無人

ヘリコプターによる空中薬剤散布委託を実施して

おります。 

 その下の市有林管理費では、本市の市有林を健

全に管理するために、市有林管理人の配置と森林

国営保険料の市有林野管理業務委託などが主なも

のでございます。 

 その下の市有林保全整備事業費では、市有林の

間伐、複層林改良事業１３件に係る経費が主なも

のでございます。 

 同じく１７５ページの３目治山林道費の支出済

額は、１億７，０４８万８，３１２円であります。 

 翌年度への繰越額６，６５１万７，０００円は、

県費単独治山事業１件と林業専用道開設１路線の

事業費であり、関係機関との協議に不測の期間を

要したことにより、年度内完成が見込めないため

繰り越したもので、治山事業についてはことしの

６月に完成、林業専用道については今年中に完成

予定でございます。 

 右側のページの備考欄をごらんください。 

 次の１７７ページにまたがりますが、主な歳出

は、治山事業費では、治山事業測量業務委託ほか

１件と県費単独補助治山事業工事１件を実施して

おります。 

 その下の林道管理費では、市が管理します林道

の安全を確保するための草払い、補修工事等に要

する経費と、広域基幹林道紫尾線維持管理協議会

への負担金等を支出しております。 

 その下の林道建設費では、森林施業の基盤とな

る林道整備に伴う委託料３件と林道開設、改良等

の工事請負費５件分が主なものでございます。 

 続きまして、同じく１７７ページの６款５項

１目水産総務費の支出済額は、６，２５８万

１，０６７円であります。 

 右側の備考欄をごらんください。 

 主な歳出は、水産専門員の報酬と職員７名の給

与費及び鹿児島県漁港漁場協会ほか４件の負担金

であります。 

 次の２目水産振興費の支出済額は５，３０５万

５，１３７円であります。 
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 右側の備考欄をごらんください。 

 次のページにまたがりますが、水産振興費の主

な歳出は、特定離島ふるさとおこし推進事業によ

る甑島地域のオニヒトデ及びウニ駆除の委託料、

水産消費拡大事業、漁協が行う各種魚介類の放流

事業などの補助金及び離島漁業の再生を図るため

の離島漁業再生支援交付金に係る経費でございま

す。 

 ここで、不用額について御説明申し上げます。 

 １９節の負担金補助金及び交付金における不用

額１５９万１，９７０円は、水産観光補助金にお

ける執行残と水産物消費拡大事業におけるお魚ま

つりの終了に伴う返納金が生じたものが主なもの

でございます。 

 また、１７９ページの２３節償還金利子及び割

引料における不用額１２８万１，０００円は、甑

島漁協の長浜出張所の重油タンクの整備において、

旧タンクの財産処分に係る補助金返納に関する国

との協議が年度内に整わなかったため生じたもの

でございます。これについては、今年度中に全て

終了しております。 

 次の３目漁港管理費の支出済額は、９４５万

７，３１０円であります。 

 右側の備考欄をごらんください。 

 主な歳出は、唐浜漁港緑地広場清掃業務委託ほ

か８件の委託料及び唐浜漁港浚渫工事ほか４件の

工事請負費であります。 

 なお、ここでも不用額が生じておりますが、

１４節使用料及び賃借料における不用額１０８万

３，０８３円は、唐浜漁港、寄田漁港における年

度末の堆積土砂の除去に要する費用でございまし

たが、堆積土砂が少なかったため執行残が生じた

ものでございます。 

 その下の４目漁港建設費の支出済額は、

１３８万６，０００円でございます。 

 右側の備考欄をごらんください。 

 漁港県営事業負担金は、県が行う県管理漁港の

施設整備に係る負担金でございます。 

 続きまして、決算書の２４５ページをお開きく

ださい。 

 １１款１項２目現年単独農林水産施設災害復旧

費の支出済額４，５３３万２，９２１円のうち、

林務水産課分は１，５４３万３，７５３円でござ

います。 

 右側の備考欄をごらんください。 

 主な歳出は、公共災害に該当しない災害箇所の

復旧に要した経費で、機械借り上げと林道災害復

旧工事１１件の工事請負費が主なものでございま

す。 

 続きまして、歳入について御説明申し上げます

ので、戻りまして、決算書の１７ページをお開き

ください。 

 １３款１項１目農林水産業費分担金の２節林業

費分担金でありますが、県単独補助治山事業を繰

り越したことにより、分担金の収入はございませ

んでした。 

 次に、決算書の２５ページをお開きください。 

 １４款１項４目農林水産使用料の２節林業使用

料の収入済額２５万３，９１５円は、林道におけ

る電柱等の行政財産使用料として収入したもので

ございます。 

 同じく、３節水産使用料の収入済額２２万

３，１７６円は、各種水産施設の使用料として収

入したものでございます。 

 次に、決算書の３７ページをお開きください。 

 １４款２項４目農林水産業手数料の１節農林水

産業手数料の収入済額３９万９，９７０円のうち、

林務水産課分は１４万９，６００円であります。 

 右側の備考欄をごらんください。 

 鳥獣飼養登録票交付等手数料として収入したも

のでございます。 

 次に、決算書の５５ページをお開きください。 

 １６款２項４目農林水産業費補助金の３節林業

費補助金の収入済額は、１億１，２９５万

６ ， ８ ２ ４ 円 で あ り ま す 。 収 入 未 済 額

６，９８１万６，０００円は、先ほど説明いたし

ました治山事業１件分と林業専用道開設１路線分

の補助金であり、事業を翌年度に繰り越したため

収入未済となったものでございます。 

 右側の備考欄をごらんください。 

 各種間伐事業や松くい虫駆除事業、林道治山事

業などの事業実施に伴い、補助金として収入した

ものでございます。 

 同 じ く 、 ４ 節 水 産 業 費 補 助 金 収 入 済 額

７，２６１万４，０００円のうち、林務水産課分

は２，９６７万８，０００円でございます。 

 右側の備考欄をごらんください。 

 離島漁業再生支援交付金や特定離島ふるさとお

こし推進事業などの事業実施に伴い、補助金とし

て収入したものでございます。 
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 次に、決算書の６１ページをお開きください。 

 １６款３項４目農林水産業費委託金の２節林業

費委託金の収入済額４９１万８，９３０円は、県

から権限移譲の委託金及び松くい虫駆除事業の県

営委託金などを収入したものでございます。 

 同じく、４節水産業務費委託金の収入済額

１７１万５４円は、次のページの備考欄になりま

すが、県営漁港使用料徴収事務委託金などを収入

したものでございます。 

 次に、決算書の６３ページになりますが、

１７款１項１目財産貸付収入の１節土地建物貸付

収入の収入済額１億４，８７７万６，４６０円の

うち、林務水産課分は４２万５７０円であります。 

 次のページの備考欄中ほどになりますが、市有

林内の電柱などの貸地料として収入したものでご

ざいます。 

 次に、決算書の６７ページをお開きください。 

 １７款２項１目不動産売払収入の１節土地建物

売払収入の収入済額６，５１３万９４２円のうち、

林務水産課分は５万７，０００円であります。 

 次のページの備考欄になりますが、県の事業用

地として市有林を譲渡したことによる売払収入で

ございます。 

 次の２節立木売払収入の収入済額１，９９０万

７，２３０円は、市有林の間伐等により搬出した

木材の売払収入でございます。 

 次の２目物品売払収入１節物品売払収入の収入

済額５，５０１万３７５円のうち、林務水産課分

は９５万３５０円であります。 

 右側の備考欄になりますが、市有林内の山砂の

売払収入でございます。 

 次に、決算書の７５ページをお開きください。 

 ２１款５項２目弁償金の１節弁償金のうち、林

務水産課分の収入未済額が１３万６，１２５円で

ございます。これは、平成１７年度の唐浜漁港内

の沈没船引上作業における行政代執行に要した費

用でございます。 

 その下の４目雑入の１節雑入の収入済額４億

９，０２４万４，０９２円のうち、林務水産課分

は５９８万６６４円であります。 

 備考欄は８５ページの上段のほうになりますが、

市有林内の鉄塔整備に伴う立木補償金及び松くい

虫駆除事業補償金が主なものでございます。 

 続きまして、決算書の財産に関する調書の

４２７ページをお開きください。 

 （６）の出資による権利の状況でございますが、

林務水産課分は、県漁業信用基金協会、北薩森林

組合、県森林整備公社、県栽培漁業協会、かごし

まみどりの基金の５団体への出資を行っておりま

す。 

 そのうち、平成２４年度中の増減は県漁業信用

基金協会出資金が６５万円の増額となり、出資合

計額が３，９８０万円となっております。 

 以上で、平成２４年度一般会計に係る林務水産

課分の決算状況について御説明を終わります。 

 よろしく御審査賜りますようお願い申し上げま

す。 

○委員長（佃 昌樹）説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（谷津由尚）この場では、毎年、質問と

して出ると思うんですが、松くい虫の駆除費、平

成２４年は本市の一般財源から１，４６０万円が

出されているわけですけれども、まず、その駆除

の効果についてどのように考えるかお伺いします。 

○林務水産課長（堂込 修）今、松くい虫の駆

除については、伐倒駆除と空中散布による駆除を

行っております。 

 松くい虫の、松のマダラカミキリムシが木につ

いて、そこについているマツノザイセンチュウが

その木の中に入って、それが木を枯らすというよ

うな仕組みなんですが、その松のマダラカミキリ

が５月から６月ぐらいに飛び出すということで、

伐倒駆除については、それが飛び出す前までに駆

除を行うということで、木を切って、その松の中

にいる松のマダラカミキリの幼虫を薬剤で薫蒸処

理するということで、その処理した木の薫蒸処理

については、ちゃんとしっかり行われて、個体数

自体は減っているんじゃないかと考えております。 

 その効果について依然減らないんじゃないかと

いうことでございますが、確かに、平成１８、

１９年、空散をしなくて、そこからそういう松枯

れが蔓延してきているということを考えれば、と

にかく、それまでは空散していて、そこで松のマ

ダラカミキリが死んで、それが蔓延しなかったと

いうことなんですが、それを続けることで再生し

ていくということで、吹上のほうも松が全滅した

後、それがあのように再生しているということで、

私どもとしては、久見崎のほうも本当に松がない

状態、ちょっと幼木は大分出てきてるんですが、

それで再生するということで、そこを地道に続け
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ていって再生したいと。 

 前もそのような回答をしたかとは思いますが、

私としては、そういうことでやるということで考

えております。 

 以上です。 

○委員（森永靖子）例えばいちき串木野がマグ

ロまつりをしたり、阿久根がウニとか、笠沙かど

っかはイセエビとか、いろいろそういうお祭りを

して市民に振る舞う、年に１回とかありますが、

毎回この委員会で話をしているような気がするん

ですが。 

 甑島漁協と何かの形で連携をとりながら、市の

魚であるキビナゴまつりというのを、キビナゴ

ラーメンも出てきたことですし、市民にキビナゴ

のいろいろな形で普及啓発のためにそのような、

もう何回も言いますが、今回また、もう１回そう

いうお考えはないでしょうか。 

 ２４年度の補助金の内訳などを見てみましても、

お魚まつり、とれたて市などにいろいろな形で補

助金が出ているようですけれども、そういうお考

えはありませんか。 

○林務水産課長（堂込 修）昨年まではお魚ま

つりというのをやっておったんですが、これは川

内市漁協と甑漁協の共同のもとでできているとい

うことで、やっぱり漁協からの意向で取りやめた

経緯がございます。 

 それで、私どもとしては、とれたて市で、今、

魚食普及に努めているわけです。 

 それで、最近、一つちょっと明るい兆しがある

のが、樋脇の遊湯館ですけれども、あそこが、今

度、魚のコーナーをつくるということで、これは、

昨日、川内市漁協の職員、組合長も含めて協議を

行って、何とか、あとはちょっとそこの漁協の理

事会にもかけないといけないということで、そう

いった、今の現施設を活用して、そういったとこ

ろでその魚を売り出すとか、そういったところを

魚食普及に努めていきたいということで、まつり

というのは、ちょっと今のところ、今、とれたて

市のほうで年に３回ほど出張とれたて市をやって

おりますので、そちらのほうでそういう魚食普及

は図っていきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員（森永靖子）とれたて市は、行って、買

って、食べるんじゃなくて、思い切って市民に振

る舞う、これからキビナゴもおいしい時期に入っ

てきますし、思い切ってそういう企画もできない

のかなというふうに思うものですから。 

 よその市でできるのが、市の魚のキビナゴを、

そういった形で思い切った形もできないのかなと

いうふうに思いましたので、意見として申し上げ

てみました。 

 検討いただければと思います。 

○林務水産課長（堂込 修）（聴取不能）とれ

たて市のほうでも、最近、そういうことをしない

となかなかお客さんが集まらないということで、

そのようなものも今行っております。 

 とにかく食べていただいて、その味を覚えてい

ただくというのも大事です。 

 それとあと、ＪＡフェスタについては、以前、

おととしまででしたかね、イワシを焼いて売って

たのを、今は下甑でつくられたキビナゴの塩焼き、

甘塩にやったものを、それをフライパンで温めて、

それを食べさせるということで、ことしもそのよ

うなことを行おうと考えてます。 

 それで、結構、紙コップの中に５本ぐらい詰め

て配布するわけですけれども、子どもたちも喜ば

れて、結構好評ですので、またことしもそのよう

な形をとっていきたいと考えております。 

 以上です。 

○農林水産部長（高橋三丸）森永委員から、今、

キビナゴ、甑の魚といえばキビナゴという魚があ

るわけですけれども、これを主にしたお祭りがで

きないかという御要望でございます。 

 確かにいい企画だと思っております。ほかの港、

まちでもいろいろ、以前おっしゃいました志布志

の伊勢海老まつり、阿久根もですね、それを開催

されておりますけれども、いかんせん、キビナゴ、

一つ課題として、青物の小さな魚であると、生き

が売り物というのをどういう形でキビナゴのお祭

りができるかという、一つのメーンとしたときに

あろうかと思いますけれども、今の産業フェスタ、

お魚まつり等で当然販売をしてますけれども、そ

ういう魚を売りにしたイベント的なものも、今後、

十分検討することは必要かと思っております。 

 また、今現在、薩摩川内市につきまして、漁協

も川内市漁協と甑島漁協、両方で甑とれたて市も

しておりますけれども、甑の漁協においての、そ

の中心的というのも、今、どっちかというと販売

する。川内じゃなくて、他の港へ行って、それを

甑の魚を、わかってるんですけれども、それをま
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ずするには、今の上甑、中甑の港ですね、ああい

ったところへ行った方たちが、そちらのお魚を買

える、また、そちらのほうでまたそういうおもて

なしといいますか、魚、キビナゴを向こうで食す

る。それをもって、こちらで一つのイベント的な

ものとしてキビナゴを持ったいろいろな甑の魚の

イベント的なものも今後できるように我々として

も工夫はしてますし、今、課長が申しましたとお

り、遊湯館で鮮魚コーナーを設けると。その中で、

漁協とも、今、一生懸命、中で詰めておりますの

で、これはもう当然、商工観光部のほうとも一体

となって取り組む必要があろうかと思いますけれ

ども。 

 そういう形で、できるだけ期待に沿うような形

で、何とか、我々も甑の魚を売りにという考えも

ございますので、今後、我々としても研究してま

いりますので、御理解いただきたいと思います。 

○委員（川畑善照）今のも関連するんですけれ

ども、やはり第三セクで株式会社まちづくり薩摩

川内が、きやんせふるさと館、あるいは今度新し

く特産品協会と観光協会が合併して、市と商工関

係者が出資してつくった会社があるけれども、出

資はしているけれども、補助金も物件費でやっ、

ていろいろ使われてるかもしれないけれども、そ

こに、結局、会社にしてしまえば株主しか物が言

えないという、そういうところにも問題があるん

です。 

 ですから、出資をして補助も出してるんだった

ら、やはり、きやんせるふるさと館は港あたりや

西回り高速あたりにお魚センターや、あるいは蓬

莱館みたいなところができれば敵対意識ができる

かも知れないけれども、やはりそういうことを議

論する場が欲しいわけです。そうしなければ、民

間にした意味が全くないんです。 

 ですから、これは行政に言うんじゃないけれど

も、そういうコンタクトをとる、リーダーシップ

をとってほしいというのが本音です。 

 そうでないと、会社にして出資はした、補助金

はやってるけれども何も言えない、これじゃあ、

もう完全に切り離してしまったという、それが一

番危惧されることですから、やはり今後もそうい

うことはどんどん口出しをしていって、やはりア

ドバイスしてやっていかなければ市の発展はない

と、私はそう考えます。 

 そういうことをひとつ、お魚センターって言い

ましたけれども、やはり農産物も含めた甑島のマ

グロやら、それも含めたものをつくるやり方を考

えなければ発展はしないと思います。まずそれが

一つ。 

 それから、白砂青松の森があって、私も、２、

３年行ったことあるんですけれども、あの松がど

の程度育って、今からどうなるのか。もう何回か

続いてますよね、何年か。まだまだ続くだろうと

思いますけれども、それをどんどん久見崎でも、

あるいは唐浜でもやらなければいけないと思いま

す。船間島のあそこにしても。 

 そういうのを、今後どういう計画を立てられる

のかなというのを教えてください。 

○林務水産課長（堂込 修）白砂青松の森づく

りの件なんですが、昨年までやっていて、あれは、

国有林の協力のもとで、森林管理署と一緒になっ

て、あと、みどり推進協議会とやってました。 

 それで、ことしについては、その植える場所、

ある程度もう植え尽くしたということで、もう今

年度はちょっと様子を見るということで、やらな

いという方向で今考えております。 

 それで、私どもも、以前植えた松もちょっと見

て回るんですけれども、確かに風が強くて、北西

の風にやられて朽ち果てたとか、そういう松が結

構多く見られます。 

 やっぱりそういう防護柵あたりの裏のものはあ

る程度育つんですけれども、なかなかそのらちの

ところは育ちにくいというようなものもございま

す。 

 あそこの海水浴場のちょっと山の上も、前ちょ

っと行ったかとは思うんですが、見にいったんで

すけれども、昔、あそこも植えた経緯があります

けれども、実際、そこもなかなかうまく育ってな

いというのが現状です。でも、ちょっと山の上へ

行くと、やっぱり幼木が自然萌芽して生えてきて

いるというようなものがありますので、そういっ

たところでも、また、当然、ああいう場所には強

い、松は強い植物ですから、どうにかまた育って

いくのかなと。 

 それで、当然、また今後、その辺の状況を見な

がら、また、この白砂青松の森づくりのそういう

ものは考えていきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（佃 昌樹）もう１点ありましたが。 

○委員（川畑善照）一応、提言として言いまし
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た。 

 行政がもう会社にしたからというようなやり方

じゃなくて、やはり補助金をやって、その補助金

がどう使われてるか。 

 そして、例えば株式会社まちづくり薩摩川内だ

ったら、駐車部門は採算がどうなのか、黒字が幾

ら、ＦＭはどうだ、そして、きやんせふるさと館

がどうだというぐらいのことはつかんで我々に報

告するべきだと私は思ってます。 

 これは議員として申し上げておきます。 

○農林水産部長（高橋三丸）この株式会社の所

管課ではございませんけれども、行政、地域、や

っぱりそういう団体、一体となって、当然、市の

発展というのは、それぞれ持っている分野を思い

切り出していって、お互いが切磋琢磨しながら市

の発展に努めるのが、これがもっともだと思って

おりますので。 

○委員（川畑善照）もう１点。 

 今の松くい虫の問題ですけれども、これは、例

が、先ほど、吹上でしたっけ、いい例を言われま

したので、よく連携をとられて、やはり月見山と

いうんですかね、あそこの船間島のあたりもやら

れたこともあるし、ずっとありますので、ぜひそ

ういうのを、連携をとって森づくりをやっていた

だきたいと思います。 

○委員長（佃 昌樹）要望です。 

○委員（帯田裕達）ちょっと教えてください。 

 川内川と川内市の漁協、それぞれ甑の漁協に放

流をなさってらっしゃるんですが、川内川で言う

と、もうこの鮎とかウナギとか、放流しなければ

ならないぐらいもう生態系が崩れてるのか。それ

とも、じゃあ、釣る人とか、そういうことで入れ

ていらっしゃるのか。 

 それから、海に対しても、これだけの放流をし

て、その後どういうふうな形になっているのか。

追跡調査じゃないですけれども、効果をちょっと

教えていただきたいと思います。 

○林務水産課長（堂込 修）追跡調査自体はや

っておりません。 

 内水面については、ここに決算書の附属資料に

書いてありますように、鮎、ウナギ、モクズガニ、

フナとか、そういったものの放流は行っておりま

す。そこで、実際、その量について調査を行って

ないというのが現状ではございます。 

 私ども、いろいろ内水面の方等のお話を聞く機

会があるんですけれども、その魚種がかなり少な

くなっているとか、今、ウナギが、シラスがとれ

ないというのは、それはもう漁獲量でわかるんで

すが、今の現状としては、そういう漁獲量がなか

なかつかめていない状況です。 

 しかし、それは枯渇しているとか、そういう話

は聞いておりません。 

 それと、海についても、マダイ、ヒラメ、クロ

アワビというようなことで放流はやってます。ク

ロアワビについては、混獲率って、アワビの放流

したのと区別がわかります。それと、マダイもち

ょっと鼻のぐあいで区別はわかるんですが。 

 クロアワビについては混獲率は調べております。

ほかの、マダイ、ヒラメについては、その混獲率

自体を調査していない状況で。 

 でも、そういうわかるものが釣れてるというの

が現実ですので、その放流自体が効果があるとい

うのは言えると思っております。 

 以上です。 

○委員長（佃 昌樹）ほかございませんか。 

 今の質問だけど、やっぱりそれぞれ放流された

種苗等についての効果がどうあるのか、資源の確

保というふうにあなた方はここに書いてるわけ。 

 資源の確保につながってるのかどうかぐらいは

やっぱりきちっと調査すべきだと思いますよ。 

 次に期待していますから、お願いします。 

○林務水産課長（堂込 修）わかりました。研

究してみます。 

○委員長（佃 昌樹）委員の質疑は尽きたと認

めます。 

 委員外議員の質疑を認めます。 

○議員（森満 晃）すいません、水産振興費の

中でオニヒトデとウニの駆除事業がありますけれ

ども、これは、今、このオニヒトデとウニの発生

状況、それと、この駆除状況、それと、これは単

年度の事業なのか、継続の事業なのかを教えてく

ださい。 

○林務水産課長（堂込 修）オニヒトデ、ウニ

駆除については、これは特定離島でやっている事

業でございますが、毎年継続して行っております。 

 そのオニヒトデの駆除実績については、２４年

度は実施を２８回やっておりまして、実績が

５，３８９匹、オニヒトデを駆除しております。 

 ちなみに、２３年度は２８回行って、オニヒト

デの量が１万１，０５５匹ということで、昨年か
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らすると、捕獲量はちょっと減少してるというこ

とでございます。 

 あと、ウニのとれた個数というのは把握してお

りません。とにかく、ウニについてはそういうこ

とで駆除は行っているということで御理解いただ

きたいと思います。 

○議員（森満 晃） すいません、そのウニの

駆除で、川内漁協のほうにもこの駆除の補助とい

うのが出てるんですか。 

○林務水産課長（堂込 修）川内漁協のほうは、

これとは別な形で、今、藻場・干潟の再生事業を

やっているんですけれども、それで、その地区を

決めたところで、川内市漁協の職員とうちの市の

職員も一緒になってやってますが、藻場・干潟の

そういう事業の中でウニ駆除を行っております。 

○議員（江口是彦）１点だけ。 

 離島漁業の再生支援交付金、この事業、非常に

継続して長年やられているので、評価をしたいと

思います。 

 今、なかなか過疎化・高齢化の中で担い手も、

漁業集落の集落自身がどう維持していけるかとい

うのが大変な状況ですので、こういう交付金事業

なんかは継続してやっていってほしいなという中

での、これは交付金自身が補助事業でしょうから、

総枠を８集落にいろいろ分配しながらやってるの

かなと思いながら、やはりもうじり貧化を黙って

見とくだけではいかんでしょうから、やっぱりて

こ入れがどっかでか行政としても、取り組み状況

等をずっと見ると、いろいろユニークなというか、

例えば魚のさばき方などをいろんなものに公開し

ながらやってる事業とか、取り組んでるところも

あるんでしょうから、そういうのも積極的に取り

上げて、てこ入れする時期に来てるんじゃないか

なと。 

 もっと言うと、予算自身が総枠を配分してるん

だとすれば、モデル事業じゃないですけれども、

今年度はここの漁業集落の事業を応援するとか、

ちょっと予算枠をふやしてでも、それで、次の年

はここにとかいうような、とにかく、今何年続い

てるかはちょっと私はわかりませんけれども、継

続はやっぱり力かなと。 

 いろいろ鹿島の事業も見たりしてましたが、こ

の事業はやっぱり大事に育てたほうがいいんだと

思いますので、ぜひもっとどっかでか指導という

か、てこ入れをされる必要もあるのかなと。 

 交付金の受け皿がなくなるともう大変ですから、

要望的にお願いしたいと思います。 

○林務水産課長（堂込 修）この事業は、漁業

世帯数に、１３万６，０００円、もうこれ、決ま

りがありまして、そこの集落、今、８集落なんで

すが、そこの集落ごとの漁業世帯数に１３万

６，０００円を掛けた額がその事業額ということ

になりますので、我々が配分しているというよう

なわけではございません。 

 今おっしゃるとおり、非常に漁民の方には有利

な事業ですので、いろいろなところに工夫を凝ら

せば、そういういろいろなところに、みんなの総

意のもとで使えるというような事業ですので、私

どもとしては、なるべくこういったものを使って

いただくように働きかけていきたいと考えており

ます。 

 以上です。 

○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、林務水産課を終わります。 

 御苦労さまでした。 

 ここで休憩します。 

 再開は、おおむね１５時４０分とします。 

～～～～～～～～～     

午後３時２３分休憩     

～～～～～～～～～     

午後３時３８分開議     

～～～～～～～～～     

○委員長（佃 昌樹）休憩前に引き続いて会議

を再開します。 

────────────── 

   △耕地課の審査 

○委員長（佃 昌樹）次に、耕地課の審査に入

ります。 

 まず決算の概要について部長の説明を求めます。 

○農林水産部長（高橋三丸）耕地課の平成

２４年度の主要施策の成果について、概要を御説

明いたします。 

 各会計歳入歳出決算附属書の１０５ページをお

開きください。 

 耕 地 課 の 平 成 ２ ４ 年 度 決 算 額 は ５ 億

５，２１５万５，９２５円であります。 

 主な取り組みといたしまして、１の安全で安定

した水利用の確保としまして、川内右岸地区農業

用水施設等に係る修繕のほか、川内川多目的取水

管理組合への負担金を支出しております。 
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 ２の県営事業による農業生産基盤及び農村環境

の整備として、表に記載しているとおり、県営土

地改良事業に要する経費の一部を負担しておりま

す。 

 恐れ入りますが、１０６ページをお開きくださ

い。 

 ３の市単、県単、団体へ、土地改良事業による

農業生産基盤及び農村環境の整備として、農道、

用排水路等の整備・改良等を行いました。 

 ４の農業施設管理団体等への負担金補助金とし

て土地改良区への補助金交付を行ったほか、

１０７ページにおきまして、農地・水保全管理支

払交付金事業を行いました。 

 ５の湛水防除施設の維持管理として、市内の各

排水機場の修繕等を行っております。 

 最後に、同ページの下段から１０８ページにか

けまして、６の農業用施設の災害復旧として、平

成２４年度に発生しました農地・農業用施設に係

る災害の復旧事業を実施しております。 

 以上で、平成２４年度の耕地課の決算状況の概

要等についての説明を終わります。 

 よろしく御審査賜りますようお願いいたします。 

○委員長（佃 昌樹）引き続き、一般会計歳入

歳出決算中、耕地課分について当局の説明を求め

ます。 

○耕地課長（前迫浩一）耕地課の歳出につきま

して説明をいたしますので、決算書の１７１ペー

ジをお願いいたします。 

 ６款３項１目農業土木総務費は、予算現額１億

２，２２８万８，０００円、支出済額１億

２，１１３万４，０４３円のうち、耕地課分は、

支出済額１億１，１５５万５，３５９円、不用額

８１万８，６４１円で、執行率は９９．３％でご

ざいます。 

 これは、農道台帳整理業務嘱託員１名の報酬、

職員１２名分の給与費、それと、農道台帳作成業

務委託が主なものでございます。 

 同ページの下段になりますが、同項２目農業施

設改良費は、予算現額３億４，１３６万円、支出

済額３億３，７８８万５，８１５円、不用額

３４７万４，１８５円で、執行率は９８．９％で

ございます。 

 支出の主なものは、一つに、農道水路改良工事

等の市単土地改良事業費、二つ目に、水路改修工

事の県単土地改良事業費、三つ目に、暗渠排水工

事の団体営土地改良事業費、四つ目に、土地改良

区補助金や農地・水保全管理支払交付金事業負担

金の農業施設負担金補助金、五つ目に、湛水防除

などの県営土地改良事業に係ります農業施設県営

事業負担金、六つ目に、川内川からの取水や用水

に必要な水土利用事業費、七つ目に、土地改良施

設の改修のための維持管理適正化事業費、八つ目、

最後ですが、清浦ダムの保守点検に必要なダム管

理費でございます。 

 ５０万円以上の不用額でございますが、１９節

負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 に お い て ２ ７ ０ 万

４，００９円の不用額がございますが、これは、

県事業費確定による執行残が主なものでございま

す。 

 また、１７節公有財産購入費、２２節補償・補

填及び賠償金につきましては、用地購入及び電柱

移転補償、水道補償等がなかったため未執行でご

ざいます。 

 次のページ、１７３ページをお願いいたします。 

 ６款３項３目湛水防除事業費は、予算現額

５ ， ９ ４ ０ 万 ８ ， ０ ０ ０ 円 、 支 出 済 額

５，８２６万４，００２円、不用額１１４万

３，９９８円で、執行率は９８．１％でございま

す。 

 １１節需用費におきまして８３万４，４８８円

の不用額がございますが、これは、消耗品、燃料、

光熱水、修繕料の執行残の積み上げによるもので

ございます。 

 旅費につきましては、大雨災害等による夜間・

休日出勤がなかったため、未執行でございます。 

 ページは飛びますが、２４５ページをお願いし

ます。中段でございます。 

 １１款１項１目現年公共農林水産施設災害復旧

費は、予算現額１，９３４万４，０００円、支出

済額１，４５５万１，５８１円、不用額４７９万

２，４１９円で、執行率は７５．１％でございま

す。これは、職員給与費、測量設計業務委託、工

事請負費が主なものでございます。 

 下の同項２目現年単独農林水産施設災害復旧費

の耕地課分は、予算現額３，０００万円、支出済

額２，９８９万９，１６８円、不用額１０万

８３２円で、執行率は９９．７％でございます。 

 これは、単独災害復旧工事６５件を実施したも

のと、単独農地災害復旧事業補助金２１件が主な

ものでございます。 
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 続きまして、歳入につきまして説明をいたしま

すので、前に返っていただき、決算書の１７ペー

ジをお願いいたします。下段になります。 

 １３款１項１目１節農業土木費分担金３９６万

９，５８１円は、市単土地改良事業分担金、県単

土地改良事業分担金、団体営土地改良事業分担金

の３件分でございます。 

 同ページの最下段になりますが、同項３目１節

農業水産施設災害復旧費分担金は、災害復旧事業

に伴います受益者からの分担金でございます。 

 決算書の２５ページをお願いいたします。 

 １４款１項４目１節農業使用料のうち、農道占

用料、行政財産使用料が耕地課分でございます。 

 決算書の３７ページをお願いいたします。 

 １４款２項４目１節農林水産業手数料のうち、

諸証明手数料が耕地課分でございます。 

 次は、４３ページでございます。上段をお願い

いたします。 

 １５款２項４目４節農業土木費補助金は、農業

体質強化基盤整備促進事業補助金でございます。 

 続きまして、５５ページをお願いいたします。 

 １６款２項４目２節農業土木費補助金は、防災

ダム維持管理事業補助金、農地・水・環境保全向

上活動推進交付金市町村推進事業交付金、それと、

農業・農村活性化推進施設等整備事業補助金の

３件分でございます。 

 ５９ページをお願いいたします。 

 １６款２項９目１節農林水産施設災害復旧費補

助金は災害復旧に伴う補助金でございます。 

 ちなみに、国の補助率でございますけれども、

農 地 が ９ ４ ． ２ ％ の 補 助 率 、 施 設 災 害 が

９７．６％の補助率でございます。 

 決算書の６１ページをお願いいたします。 

 １６款３項４目３節農業土木費委託金は、権限

移譲事務委託金、それと、県営事業用地取得業務

委託金の２件分でございます。 

 ６５ページをお願いいたします。 

 １７款１項１目１節土地・建物貸付収入は、九

州電力の高圧線に伴います中郷下池の地役権の補

償でございます。 

 ６７ページをお願いいたします。 

 １７款１項２目１節利子及び配当金の耕地課分

は、農地環境保全基金の利子収入でございます。 

 ７３ページをお願いいたします。 

 １９款１項６３目１節は、農地環境保全基金か

らの繰り入れによるもので、市単土地改良事業へ

２，２００万円、農業施設負担金補助金へ

３００万円の支出を行っております。 

 ８５ページをお願いいたします。上段でござい

ます。 

 ２１款５項４目１節雑入の耕地課分は、電気料

の実費収入と土地改良施設維持管理適正化事業交

付金の２件分でございます。 

 ９３ページをお願いいたします。 

 ２１款５項５目１節違約金及び延滞利息の耕地

課分は、調定額７万２，６５０円で、収入済額ゼ

ロ円、収入未済額７万２，６５０円であり、収納

率はゼロ％でございます。 

 これは、平成１２年災害の農地災害復旧工事の

工事請負契約解除による違約金でございます。ち

なみに、会社は平成１３年に倒産をしております。 

 会社の社長本人は、アルツハイマーでさつま町

の病院に入院しておりまして、奥さんは年金暮ら

しでございます。持病持ちということで。また、

一緒に建設業を行っていた息子さんは自己破産と

免責認定がされておりまして、非常に徴収が困難

な状況でございます。 

 会社の法人登記簿の調査をしましたところ、そ

の建設会社は、平成２１年３月１７日に南大隅町

の根占に移転をしておりまして、別な会社に商号

の変更をしております。移行したことにより、ま

た、解散をしております。 

 今年の平成２５年２月に錦江町役場に行きまし

て情報収集を行いました結果、法人税、住民税の

休業届を税務課へ提示しておりまして、税務上は

休業状態になっております。また、登記簿所在地

の現地調査をしましたけれども、会社の実態は確

認できませんでした。 

 日本年金機構のホームページには、厚生年金と

健康保険の全喪届が平成２３年５月２３日に提出

されておりまして、会社実体もないことから、今

後、不納欠損処分の手続ができるように対応して

まいりたいというふうに考えております。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長（佃 昌樹）これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（谷津由尚）清浦ダムの件で１点質問し

ます。 

 あのダムは、ほとんど防災の目的で、というこ
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とは、つまり、貯水量は機能上の一番の目的にな

ってしまうんですけれども、ダムのその上流のほ

うが砂で大分埋まってきてるように見えるんです。 

 ちょっと現状はどうなのか、おわかりでしたら

お答えください。 

○施設維持グループ長（引地明吉）清浦ダム

は昭和４９年にできまして、今言われたとおり、

防災ダムとして機能しております。 

 平成５年の８・６水害のときにかなりの豪雨が

降りまして、ダムの中にかなりの土砂が堆積をい

たしました。そのときに、ちょうど、第一回目の

防災ダム事業を実施しておりまして、その事業の

中で１回しゅんせつを行っております。 

 今言われるのは、目に見えた形でちょっと見え

るんですけれども、ダムの機能といたしましては、

今たまっている水位以上に相当な堆積があります

と機能に支障がありますので、今たまっていると

ころは、もうほんの見えている状態だけでありま

して、ダムの機能としては特に問題はないという

ことで、今後取る予定はありません。１回は取っ

ております。 

○委員（谷津由尚）ということは、計画貯水量

は確保できているという、そういう認識でいいで

すね。 

○施設維持グループ長（引地明吉）はい、結

構です。 

○委員（谷津由尚）今後、徐々にやっぱりああ

いうのは堆積してくると思いますので、その辺の

ウオッチングというのは年に１回されてるんでし

ょうか。 

○施設維持グループ長（引地明吉）毎年、年

に１回、堆砂測量を実施し、状況を把握しており

ます。 

○委員長（佃 昌樹）ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）委員からの質疑は尽きた

と認めます。 

 委員外議員の質疑を許可します。 

 ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 以上で、耕地課を終わります。 

 御苦労さまでした。 

 冒頭、宮里委員が遅刻という届け出がありまし

たけれども、やはりお父さんが緊急に救急車で運

ばれたということでありますので、本日は欠席と

いうことになろうかと思います。 

 そのように御理解をいただきたいと思います。 

──―――――――――――――──── 

△延  会 

○委員長（佃 昌樹）以上で、本日の企画経済

委員会を延会したいと思いますが、御異議ござい

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）御異議なしと認めます。 

 よって、本日の委員会はこれをもって延会いた

します。 

 次の委員会は、９月３０日、午前１０時から、

同じく第２委員会室ということでお願いをしたい

と思います。 

 本日は、どうも大変御苦労さまでした。 
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